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厚生労働行政推進調査事業費補助金（障害者政策総合研究事業） 
分 担 研 究 報 告 書 

 

補装具価格根拠調査：義肢・装具・座位保持装置（改定版） 

 

研究分担者 我澤 賢之（国立障害者リハビリテーションセンター研究所） 

   山﨑 伸也（国立障害者リハビリテーションセンター） 

 

研究要旨 障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の基準補装具について、そのうちの義肢・装

具・座位保持装置（以下、「義肢等」）の 3種目では、基本工作法による製作過程が想定され、その価格

は基本価格、製作要素価格、および完成用部品価格により構成されている。本研究では、補装具費支給

制度基準補装具における価格水準検討の際参考となる基礎データを提供することを目的に、基本価格・

製作要素価格部分の製作費用の大きさならびに採算状況を明らかにするための調査を、製作事業者（日

本義肢協会会員、日本車椅子シーティング協会会員の事業者のうち総合支援法での該当 3 種目製作件

数が一定数ある事業者）を対象として行った。本稿は、昨年度の分担報告書に収載していなかった調査

結果（調査 B）を追加するとともに、一部の推計（作業人件費単価）について別手法による推定につい

て加筆したものである。 

 平成 21 年度以降、作業人件費にかかる時間あたり単価、素材費にかかる素材単価の変化を把握する

手法を構築し、調査を行ってきた。前回価格改定に向けた調査（平成 29 年調査実施。30 年度価格改定

時に参照された者）では、下記の点の改良を行った。（１）作業人件費にかかる時間あたり単価につい

て、種目別数値の推定を可能とするための改定、（２）素材単価調査の対象素材の見直し。 

 主要な結果は次のとおりである。（１）作業人件費時間あたり単価が、前回調査時と比較し+3.8%ない

し+7.7%程度上昇していた。（２）義肢、装具、座位保持装置の種目ごとの推定作業人件費単価を明らか

にした。（３）事業者の売上高営業利益率は平均 3.4%であった。一定水準を確保しているものの全産業

平均、製造業平均数値と比較すると低かった。（４）素材の平均価格は前回調査時と比較し+2.0%の増加

を見せた。該当期間において、国内企業物価指数の動きが示すように物価の上昇が影響したと考えら

れる。 

  

Ａ．研究目的 

 障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の

基準補装具について、そのうちの義肢・装具・座位

保持装置（以下、「義肢等」）の 3 種目では、基本

工作法による製作過程が想定され[1]、その価格は

基本価格、製作要素価格、および完成用部品価格

により構成されている[2]。本研究では、補装具費

支給制度基準補装具における価格水準検討の際参

考となる基礎データを提供することを目的に、基

本価格・製作要素価格部分の製作費用の大きさな

らびに採算状況を明らかにするための調査を、製

作事業者（日本義肢協会会員、日本車椅子シーテ

ィング協会会員の事業者のうち総合支援法での該

当 3 種目製作件数が一定数ある事業者）を対象と

して行った。なお、本稿は昨年度（令和元年度）分

担研究報告書「補装具価格根拠調査：義肢・装具・

座位保持装置」の更新版である。昨年度収載して

いなかった調査結果（調査 B。収支、費用構成、価

格算定式係数推定）を追加するとともに、一部の

推計（作業人件費単価）における別手法による推
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定について加筆したものである。 

 

Ｂ．研究方法 

 義肢等の製作事業者の業界団体である日本義肢

協会ならびに日本車椅子シーティング協会会員に

調査票形式での調査を行った。調査票の種別を表

１にまとめる。また調査Ａ、Ｃにかかる調査票を

本分担研究報告書末尾に示す。 

 義肢等の種目の基本価格、製作要素価格は、

（ア）作業人件費、（イ）素材費および（ウ）そ

の他の費用（製作加工費ならびに使用材料費から

前掲２項目を除いた部分）から構成されている

[2]。義肢・装具については昭和 50 年代に飯田

[3],[4]の調査研究によりその基礎が構成され

た。本研究では、こうした先行研究を踏まえ、各

種パラメータのアップデートを行うための基礎情

報を調査により収集する。 

調査Ａは上述の両団体全会員を対象に、（ア）

を規定する要素である作業人件費単価の他、収

支、その他の現行制度で想定されている価格と費

用の乖離を調べることを意図したいくつかの項目

について把握することを意図したものである。調

査Ｃは立地地域、従業員数規模が多様になるよう

選出された一部会員を対象にしたものであり、前

述の（イ）に関連し、前回価格改定時（平成 29

年調査実施、30 年度改定）と比較し素材価格の

変化状況の把握を意図したものである。本稿で

は、作業人件費の人件費単価ならびに素材価格の

変化について、結果を報告する。 

（倫理面への配慮） 

 本研究では、個人を特定しうる情報を含むデー

タは使用しない。なお、本研究に、開示すべき利益

相反（COI）に関する情報はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 調査概要 

 調査時期 調査対象 調査事項 回収率 

調査 A 
人件費（移動時
間含む）・収支に
ついて 

令和元年 8
月～令和 2
年 1月 

日本義肢協会・
日本車いすシー
ティング協会全
会員（382 社） 

・時間あたり作業人
件費単価に関する
項目 

・労働時間に占める
移動時間の割合 

・収支 

返送率  
71.7% 
発送数 382 
回収数 274 

調査 B 
費用構成 
について 

令 和 元 年
12 月～令
和2年 1月 

日本義肢協会・
日本車いすシー
ティング協会か
ら推薦を受けた
42 事業者（ 
立地地域、従業
員数規模が多様
に な る よ う 選
出。） 

・費用構成 
・素材、完成用部品の
ロス率 

等 

76.2% 
 
発送数 42 
回収数 32 

調査 C 
素材価格につい
て 

令 和 元 年
12 月～令
和 2年 1月 

・製作に用いられる
各種素材（130 種類）
の価格（平成26年度
上半期、29 年度上半
期、31 年度上半期の
各時点の値） 

78.6% 
 
発送数 42 
回収数 33 
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Ｃ．研究結果 

 調査の主要な結果は下記のとおりである。 

 

調査票 A 作業人件費単価・収支等について 

 

作業人件費の時間あたり単価 

下記の手順により、事業者ごとの人件費単価を

算出した。まず、雇用に要する人件費（通常支払わ

れる給与、残業代、賞与、法定福利費の事業主負担

分など）から雇用に要する年間人件費（a）を算出

し、一方製造・営業にかかる従業員の月間労働時

間数から年間労働時間（b）を算出する。最後に（a）

を（b）で除することで、推定人件費単価を得るこ

とができる。なお、労働時間および人件費のうち

毎月支払われるものについては、令和元年 9 月 1

日ならびに同 10 月 1 日を含む給与算定月間の値

（2ヶ月分）をそれ以外の人件費（賞与等）につい

ては平成 30 年 10 月 1 日を含む貴事業所の会計期

間の値を回答してもらうこととした。 

得られた事業所ごとの人件費単価から、全体の

平均値を算出し、推定値を得た。ここで価格根拠

を考えるうえで、義肢、装具、座位保持装置の種目

毎の作業人件費単価の値が必要である。しかし、

個々の製作者がある種目を専任的に担当するとは

限らず、事業所によっては一人の製作者が複数の

種目にまたがって担当することがある。そのため、

種目別の作業人件費単価を直接得ることはできな

い。そこで、本調査では、作業人件費算出のための

各種数値を、「義肢のみに携わる方」、「装具のみに

携わる方」、「座位保持装置のみに携わる方」、「上

記 3 種目のうち複数に携わる方」の 4 つの区分に

分けて回答してもらい、得られた結果をもとに義

肢、装具、座位保持装置の種目ごとの推定を行っ

た。「上記 3種目のうち複数に携わる方」の平均単

価が全体の平均単価より高い分を、特定種目のみ

に携わる方の平均単価数値に按分し、個々の種目

の作業人件費単価を求めた。 

 得られた数値およびその他参考数値は、下記の

とおりである（表２）。今回の調査結果は、表の上

半分の列項目「令和元年度調査」の「e)令和元年度

数値」に示される。 

 ここでは作業人件費単価の推計について 2 とお

りの方法を用いており、そのそれぞれの推定値を

併記している。以下その方法について述べる。な

お、説明上義肢の場合を取り上げて記載するが、

装具、座位保持装置についても同様である。 

・推定方法 A 

想定： 

義肢のみに携わる方と複数種目について作

業される方（表２中では「上記 3種目のうち複

数に携わる方」）の間に、同じ義肢にかかる作業

をしているときの生産性には平均的には違い

がないと想定。 

推計方法： 

「義肢」の作業人件費単価 

＝「義肢のみに携わる方」の作業人件費単価 

×「全体」の作業人件費単価 

÷（「義肢のみに携わる方」、「装具のみに携わる方」、「座位保

持装置のみに携わる方」の各作業人件費単価の平均） 

・推計方法 B 

想定： 

義肢のみに携わる方と複数種目について作

業される方とでは、同じ義肢にかかる作業をし

ているときでも生産性は異なる。また、複数種

目について作業される方はどの種目の作業を

しているときでも発揮する生産性は等しい。以

上のことを想定。 
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推計方法： 

「義肢」の作業人件費単価 

＝（「義肢のみに携わる方」の作業人件費単価 

×α 

＋ 

「上記 3 種目のうち複数に携わる方」の作業人件費単価 

×β） 

÷（α＋β） 

ただし、 

α＝「義肢のみに携わる方」の労働時間 

β＝「上記 3種目のうち複数に携わる方」の労働時間 

  ×義肢に充てられた労働時間の比率 

 ＝「上記 3種目のうち複数に携わる方」の労働時間 

  ×α 

÷（「義肢のみに携わる方」の労働時間と 

「装具のみに携わる方」の労働時間と 

「座位保持装置のみに携わる方」の労働時間の平均） 

 

 推計結果は下記のとおりである。 

（経営者を含まない作業人件費単価数値について） 

全体 2,046 円/時 

 推計方法 A 推計方法 B 

義肢 2,696 円/時 2,336 円/時 

装具 1,998 円/時 1,979 円/時 

義肢に対する比率 74.1% 84.7% 

座位保持装置 2,193 円/時 2,079 円/時 

義肢に対する比率 81.4% 89.0% 

 

いずれの推計においても種目別の作業人件費単価

は、 

義肢＞座位保持装置＞装具 

                                                  
1 毎月勤労統計数値には法定福利費事業主負担分

および退職手当などは含まれていないため、今回

調査結果から同基準数値を推定した。具体的には、

法定福利費事業主負担分、退職金相当分の給与等

の順に単価が高い結果となった。 

 なお、結果の比較対象として、前回調査（平成

29 年度）の結果を列項目「c)H29 年度数値」に示

す。さらに、前回の調査と今回の調査との間でズ

レがないか確認するため、今回の調査では前述の

今回調査対象時点から 2 年遡った時点を対象とし

た調査を併せて行った。その結果は、列項目「令和

元年度調査」の「d)H29 年度数値」に示される。 

 「c)H29 年度数値」と「d)H29 年度数値」の結果

数値を見比べると、ある程度乖離が見られる（「経

営者を含まない作業人件費単価」の全体平均で見

て、前者に対し後者は+3.8%高い値）。今回の調査

結果を比較する基準をこれらのいずれにするかに

より、単価の変化率の変化率にも幅が見られる結

果となった。 

なお、類似産業等との比較を行うため、毎月勤

労統計から得られる人件費単価と今回調査結果を

比較した（表２下部）1。義肢・装具・座位保持装

置の人件費単価は調査産業全体、製造業の平均値

等と比べても低い水準にあることが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

に対する比率（平成 29 年 6 月平均 15.3%）分を、

人件費単価数値から割り引いて（1.1530 で除算）

推定値を得た。 
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表２ 作業人件費の時間当たり単価の推定結果 

 

a)平成23
年度調査

*1

b)平成26
年度調査

*1

c)平成29
年度調査

*1

有効
回答
数

d)H29年
度数値

有効
回答
数*2

e)令和元
年度数値

有効
回答
数*2

c)→e)の
変化率

d)→e)の
変化率

製作・営業にかかわる人の作業人件費単価（経営者を含まない）

＜直接的な結果＞　*2
　全体 1,901 1,865 1,900 216 1,971 171 2,046 180 +7.7% +3.8%
　義肢のみに携わる方 2,214 34 2,440 33 2,486 34 +12.3% +1.9%
　装具のみに携わる方 1,729 99 1,702 87 1,843 87 +6.6% +8.3%
　座位保持装置のみに携わる方 1,841 61 2,004 50 2,023 49 +9.9% +0.9%
　上記3種目のうち複数に携わる方 2,008 142 2,072 109 2,148 114 +7.0% +3.7%
＜種目別単価の推定値＞
 推定方式A　*3
　義肢 2,352 2,646 2,696 +14.6% +1.9%
　装具 1,836 1,846 1,998 +8.8% +8.3%
　座位保持装置 1,956 2,173 2,193 +12.1% +0.9%
 推定方式B　*4
　義肢 - 2,264 2,336 +3.2%
　装具 - 1,879 1,979 +5.3%
　座位保持装置 - 2,037 2,079 +2.1%

製作・営業にかかわる人の作業人件費単価（経営者を含む）

＜直接的な結果＞

　全体 2,104 221 2,181 171 2,212 179 +5.1% +1.4%
　義肢のみに携わる方 2,424 38 2,597 34 2,720 36 +12.2% +4.7%
　装具のみに携わる方 1,788 99 1,797 89 1,872 88 +4.7% +4.2%
　座位保持装置のみに携わる方 1,847 64 2,050 53 2,066 50 +11.9% +0.8%
　上記3種目のうち複数に携わる方 2,307 152 2,397 113 2,413 118 +4.6% +0.7%
＜種目別単価の推定値＞
 推定方式A　*3
　義肢 - 2,960 3,100 +4.7%
　装具 - 2,048 2,134 +4.2%
　座位保持装置 - 2,336 2,355 +0.8%
 推定方式B　*4
　義肢 - 2,500 2,568 +2.7%
　装具 - 2,089 2,139 +2.4%
　座位保持装置 - 2,219 2,238 +0.8%

＜参考＞
調査結果（経営者を含まない）から、法定福利費事業主負担分、退職手当等を控除した値。
　※該当内訳有効回答から得られたこれらの金額の給与等に対する比（右記）に基づく推定値 比 16.7% 17.0%
　全体 1,690 1,749 +3.5%
　以下、種目別単価の推定値ベース
　義肢 2,092 2,125 +1.6%
　装具 1,459 1,575 +7.9%
　座位保持装置 1,718 1,729 +0.6%

毎月勤労統計より
　※法定福利費事業主負担分、退職手当など含まない数値

　全産業 2,241 2,326 +3.8%
　　うち
　　同5～29人 1,885 1,945 +3.2%
　　同30～99人 2,158 2,205 +2.2%
　　同100～499人 2,468 2,581 +4.6%
　　同500人以上 3,103 3,219 +3.7%

製造業 2,366 2,447 +3.4%
　　うち
　　同5～29人 1,837 1,883 +2.5%
　　同30～99人 1,971 2,024 +2.7%
　　同100～499人 2,390 2,552 +6.8%
　　同500人以上 3,220 3,275 +1.7%
*1 出典、[5]、[6]、[7]。
*2 同一事業所が複数の種目等に回答している場合があるため、「義肢のみに携わる方」以下4つの行項目の有効回答数の合計は「全体」と
　　一致しない。
*3 「＜直接的な結果＞」の各項目の調査結果から算出。「上記3種目のうち複数に携わる方」の平均単価が全体の平均単価より高い分を、特
　　定種目のみに携わる方の平均単価数値に按分し、個々の種目の作業人件費単価を求めた。
*4 「＜直接的な結果＞」の各項目の調査結果ならびに表には示していない、各項目に該当する回答労働時間より算出。例えば「義肢」の場合、
　　「義肢のみに携わる方」の作業人件費単価と「上記3種目のうち複数に携わる方」の作業人件費単価を該当労働時間の比率で加重平均を
　　とったものである。詳細は本文を参照。

令和元年度調査
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収支について（調査票 A部分） 

 調査票 A では、収支についての設問を含んでい

た。しかし、今回、営業費用に関する設問について

製造原価部分のみを回答していると思われる回答

が多くみられ、またそのような回答とそうでない

回答の切り分けが十分にできなかった。ここでは、

その結果を示さないこととする。なお、営業利益

率については調査票 B でも別途調査を行っている

ので、当該調査の項でその数値を示すこととする。 

 

  

調査票 B 費用構成について 

 回収          32 

（うち有効回答が含まれるもの 31） 

 

利益率について 

 直近の売上高営業利益率について、有効回答中

最大のものと最小のものを除いた平均値は3.4%で

あった。前回調査の全数調査で得られた数値（対

象年度平成 28 年度）は 3.4%であり、同一の数値と

なった。 

法人企業統計調査（財務省）ならびに企業活動

基本調査（経済産業省）における、全産業平均、製

造業平均を下記に示す[8][9]。 

・法人企業統計調査 

売上高営業利益率 

      製造業   全産業 

  平成 28 年度   4.4%       4.0% 

  平成 29 年度     5.1%       4.4% 

  平成 30 年度     4.6%       4.4% 

 

                                                  
2 厚生労働省告示（補装具の種目、購入等に要す

る費用の額の算定等に関する基準）において、義

肢、装具、座位保持装置等については、規定の価

格に 6%上乗せした金額（100 分の 106 に相当する

額）が設定されている[1]。同告示の過去の改正

版を見ると、「上乗せ」の比率は、いずれも消費

 

・企業活動基本調査 

売上高営業利益率 

          製造業 

  平成 28 年度       4.7% 

  平成 29 年度              5.5% 

  平成 30 年度（速報値）    4.8% 

 

平成 28 年度と 30 年度を比較すると、後者がか

すかに上昇しているものの特に製造業については

大きく変化しておらず、調査結果における前回調

査結果との比較と同様の傾向であった。ただし、

調査結果数値は、上記統計の全産業平均、製造業

平均数値と比較すると低いといえる。 

 

人件費、消費課税対象部分の比率について 

 義肢・装具・座位保持装置製作事業者の売上（あ

るいは販売物の価格）に対する総人件費の比率は、

平均（有効回答中最大のものと最小のものを除い

た平均値）は、37.0%であった。 

売上から、人件費と営業利益を除いた部分の構

成比率は 59.6%である。これはすなわち価格の構

成要素のうち消費課税対象となる費用に該当する

部分の比率とみなすことができる。この数値の前

回調査結果は、52.4%であったが、これに比べると

高く、また現行制度の想定値（=60%）とほぼ合致す

る結果となった2。 

 

 

 

 

 

 

税率の 60%に設定されている。この「上乗せ」の

比率の考え方は、作成や修理にあたって、全体価

格に使用材料が占める部分（60%を想定）を考慮

し、使用材料の購入にかかる消費税の影響分を算

出した割合とされている[10]。 
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表
３
　
費
用

構
成
に
つ

い
て

有
効

回
答

数
平

均
最

大
値

最
小

値
を

除
い

た
平

均
標

準
偏

差
昭

和
53

年
度

調
査

（
義

肢
）

昭
和

5
4
年

度
調

査
（
装

具
）

営
業

費
用

の
構

成
比

率
（
単

位
：
％

）
a-

1
 素

材
費

（
正

味
使

用
分

＋
ロ

ス
分

）
2
3

1
6
.9

16
.5

1
0.

6
-

-
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2
 完

成
用

部
品

購
入

金
額

（
正

味
使

用
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＋
ロ

ス
分

）
2
3

1
6
.2

14
.6

1
5.

7
-

-
a-

3
 小

物
材

料
費

2
3

1
.7

1
.6

1.
5

-
-

a-
4
 材

料
管

理
費

2
3

1
.1

1
.0

1.
6

-
-

 
b-

1
 【

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
】
基

本
工

作
法

に
か

か
る

人
件
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2
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1
7
.2
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.1

9.
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-
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2
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装
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の
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・
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か
か

る
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件
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2
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6
.1

5
.8
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1

-
-
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3
 【

義
肢

・
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具
・
座

位
保

持
装

置
】
そ

の
他
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造
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に
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人

件
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3

4
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3
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7.
1

-
-
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4
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肢
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具
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座
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持
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以
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の

事
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造
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3

0
.9

0
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1.
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-

c
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却
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1
.0
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-
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-
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工
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5
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3.

0
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c
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3
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だ
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4
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分
を
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）
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.6

1.
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4
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9
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-

c
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の
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1
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1.
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-
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及
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一
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管
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（
管

理
・
販

売
経

費
）
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3

2
3
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5.
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営
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益
（
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有
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で
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っ
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3
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1

-
*1
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*
1

（
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ら
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出
）
（
単
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：
％

）

作
業
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裕
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（
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3
>
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1
>
+
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2
>
)）

1
9
.0

2
3.

2
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.8
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造
間

接
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÷
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※
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目
以

外
も

含
め

た
平

均
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～

<
c
-
5
>
の

計
）
÷

(<
b-

1
>
～

<
b-

4
>
の

計
）

3
2
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8
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1
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3
3.

0
3
6.

6
7

営
業

利
益

（
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該
項

目
回

答
が

有
効

で
あ

っ
た

事
業

所
す

べ
て

）
3
0

3
.5

3
.4

4.
9

-
-

総
人

件
費

3
0

3
8
.1

37
.0

1
8.

1
-

-
消

費
課

税
対

象
と

な
る

部
分

の
構

成
比

（
売

上
高

か
ら

上
記

2
項

目
を

除
い

た
も

の
の

構
成

比
）
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8
.4
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.6

*
1
 昭

和
5
3
、

54
年

度
調

査
に

お
い

て
は

、
調

査
対

象
外

で
あ

る
。

た
だ

し
、

価
格

算
定

式
算

出
上

1
0
%
の

数
値

が
想

定
さ

れ
た

。

材
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費

加
工

費

製
造

間
接

費

製
造

原
価
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理

・
販

売
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費

営
業

利
益

原
価

価
格
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表
３
　
費
用

構
成

に
つ

い
て
（
つ
づ

き
）

有
効

回
答

数
平

均
最

大
値

最
小

値
を

除
い

た
平

均
標

準
偏
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昭
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（
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具
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材
料

関
連
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用
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÷

素
材

正
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要

分
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材
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÷
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＋
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材
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÷
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＋
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÷
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÷
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＋
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等
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管
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÷
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材
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小
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材
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3
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3
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完
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用
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用
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完
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用
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理
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÷
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同
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.9

3
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持

装
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る
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÷
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小
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材
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÷

（
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材
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要
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＋
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ロ
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）
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6
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5
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7
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-
-

素
材

等
の

管
理
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÷
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材
正
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＋
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材
ロ
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＋

小
物

材
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）
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部
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÷
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4
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7
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完
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用
部

品
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÷
（
完

成
用

部
品

正
味
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ロ

ス
）
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4
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3
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4
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-
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価格算定式の係数推定について 

 昭和 53、54 年度調査[3][4]の方法におおむね

のっとって、価格算定式の係数推定を行った。 

価格算定式 

 価格 

 ＝ 製作加工費＋（広義）素材費＋完成用部品価格 

＝ 係数１ 

×正味作業時間×作業人件費の時間当たり単価 

＋係数２×（狭義）素材費 

＋係数３×製作事業者の完成用部品購入費（正味） 

  

推定の元データは表３に示したものである。昭和

53、54 年度調査における推計方法と異なる点は

下記のとおりである。 

・小物材料費を、先行研究では、（狭義）素材費

と完成用部品購入費とそれらのロス分に対す

る比率として調査したのに対し、今回の調査

では（狭義）素材費とそのロス分のみに対す

る比率とした。 

・先行研究では、素材・小物材料と完成用部品の

管理費は分割されず、一つの数値として調査

されていたのを、今回は素材費に係る部分と

完成用部品費に係る部分に分割して、調査を

個なった。 

 

推計の結果を表４に示す。義肢については、係数

１、３において昭和 53 年度調査より小さくなっ

たものの、係数２は大きくなり、全体として製作

加工費や狭義の素材費に付随する費用の比率が昭

和 53 年度に比べて増加したのか、減少したのか

は一概には言えない。これに対し、装具について

は、各係数とも昭和 54 年度調査の結果より小さ

くなっており、こうした付随費用の比率が低下し

ているとの結果となった。ただし、実際の補装具

費支給制度の運用では、各係数とも昭和の調査結

果から調整されての運用を行っている可能性があ

り、制度想定での付随費用が全体として今回の調

査結果と比較して大きいか小さいかについては、

一概には言えない。 

 

 

 

 

 

 

  

  表４　価格算定式の係数の推定結果
係数１ 係数2 係数３

義肢 2.06 (3.15) 1.80 (1.66) 1.41 (1.62)
装具 2.06 (2.58) 1.85 (2.03) 1.43 (1.68)
座位保持装置
　構造フレームを製作する場合 2.06 1.71 1.40
　構造フレームを製作する場合 2.06 1.60 1.39
　車椅子・電動車椅子による
　構造フレームを使用する場合 2.06 1.58 1.39

※括弧内数値は、先行研究における昭和53、54年度調査による数値で、見込
　利益率として10%を加算したものである（義肢、装具のみ）[3][4]。

※括弧のない、今回の調査結果数値については、見込利益恵率の加算を行っ
　ていない値ベースのものを示している。実際には、この部分の想定と加算が
　必要と考えられる。

作業人件費
の係数

素材費の係
数

完成用部品
の係数
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調査票 C 素材価格について 

 回収          33 

（うち有効回答が含まれるもの 31） 

 

 前価格改定前調査時（29 年度上半期）から直近

（31 年度上半期）にかけての素材単価変化率の平

均値（単純平均）は+2.0%であった。種目毎の素材

についての変化率の平均値は下記のとおりである。 

義肢用（該当素材 93 種） +1.4% 

装具用（同 115 種）      +1.7% 

座位保持装置用（同 85 種）+2.3% 

※推定方法 

１．各素材について、それぞれの事業者の価

格変化率（該当時点の価格について有効回

答がある事業者のみ）を算出。 

２．各素材について、事業者のうち価格変化

率が最大のものと最小のものを除いたう

えで、事業者の間での平均価格変化率を算

出（なお素材の回答事業者数が 3未満の場

合は、算入しない）。 

３．各素材の平均価格変化率を平均（単純平

均）し、素材単価変化率を算出。 

４．各素材の平均価格変化率（「素材毎の価格

変化率の事業所間平均」） を算出した後、

全素材（130 種中、有効回答が 3 件以上あ

った 120 種）の変化率の単純平均を算出す

る。 

  

なお、前々回調査時点（平成 26 年度上半期）から

直近（31 年度上半期）にかけての素材単価変化率

の平均値は、+4.6%であった。 

素材毎の価格変化率の事業所間平均は以下の表

のとおりである（表５）。平成 29 年度上半期から

の価格の上昇率が比較的大きかった素材は、ウレ

タンチップ、ピラミッド等滑り止めシートなどで

あった。一方、フェルトなどは単価が下落してい

た。 

 この期間の物価の動きを国内企業物価指数で

見てみると、平成 26 年度上半期（6月）から 29 年

度上半期にかけて、全体的な値動きを示す総平均

が一度低下し、それが 31 年度上半期までにある程

度回復する動きを見せている（表４）。 

前回調査時は平成 26 年度から 29 年度にかけて

の国内企業物価指数総平均や原油価格の下落のな

かで、一石膏関連素材ならびにポリビニルアルコ

ール樹脂（PVA）で価格の上昇等の動きに合わせて、

若干素材価格が上昇していた（+2.2%）[7]。国内企

業物価価指数のなかでも、石膏の含まれる類別に

あたる窯業・土石製品や、金属製品などは時間の

経過とともに上昇している[11]。 

平成 29 年度から 31 年度にかけての物価の動き

を見ると、国内企業物価指数のうち先に触れた窯

業・土石製品や、金属製品の指数が引き続き上昇

したほか、26 年度以降下落していた石油・石炭製

品や木材・木製品などの指数が上昇に転じた。結

局、国内企業物価指数の類別指標の多くが 29 年度

の水準から上昇している（総平均で+2.6%）[11]。 
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表５ 素材単価の平均変化率 

 

平成29年度
上半期
→平成31年
度上半期

平成26年度
上半期
→平成31年
度上半期

平成29年度
上半期
→平成31年
度上半期

平成26年度
上半期
→平成31年
度上半期

全素材平均 +2.02% +4.60%

うち義肢用素材のみ +1.40% +4.00%
該当素材数 素材用素材のみ +1.69% +4.11%

93 115 85 座位保持装置用素材のみ +2.29% +4.73%

※有効回答 3

義
肢

装
具

座

位

保

持

装

置

○ ○ ○ 1 石膏（ギプス粉）（1袋25kg） +0.13% +0.01% 18 17
○ ○ 2 プラスランE （1巻）  0.00% +1.61% 11 12
○ ○ ○ 3 ｷﾞﾌﾟｽ包帯　2列（1巻） +3.44% +6.59% 20 19
○ ○ ○ 4 ｷﾞﾌﾟｽ包帯　3列（1巻） +6.06% +11.29% 16 15
○ ○ ○ 5 熱可塑性プラスチックキャスト - - 1 2
○ ○ 6 アクリル樹脂硬性  0.00%  0.00% 10 8
○ ○ 7 アクリル樹脂軟性  0.00% +0.75% 11 9
○ ○ 8 アクリル樹脂（軟性・硬性）混合 +0.49% +1.60% 13 12
○ ○ 9 アクリル樹脂用硬化剤  0.00%  0.00% 10 7
○ ○ 10 熱硬化性樹脂　硬性 +4.77% +16.44% 11 10
○ ○ 11 熱硬化性樹脂　軟性 +4.24% +19.07% 6 6
○ ○ ○ 12 発泡樹脂 +1.98% +2.16% 14 13
○ ○ ○ 13 熱可塑性プラスチック材 +0.58% +1.20% 8 7

○ ○ 14 ポリプロピレン +4.82% +13.14% 18 17
○ 15 コ・ポリマー  0.00% +2.98% 10 11
○ ○ 16 サブ・オルソレン +2.54% +4.74% 14 12
○ 17 オルソレン +1.63% +4.03% 6 6
○ 18 トレラッククリア +1.40% +2.05% 12 12

○ ○ ○ 19 アセトン・シンナー類 +1.94% +2.88% 21 18
○ ○ ○ 20 接着剤 +2.90% +8.99% 19 14
○ ○ 21 PVA シート - - 2 1
○ ○ 22 PVA 4” +1.86% +3.10% 7 7
○ ○ 23 PVA 6” +0.95% +5.66% 10 9
○ ○ 24 PVA 8” +1.52% +4.52% 12 12
○ ○ 25 PVA 10” +0.89% +2.48% 10 9
○ ○ 26 PVA 12” +1.19% +5.00% 8 7
○ ○ 27 ナイロンストッキネット 2”  0.00% +2.78% 7 6
○ ○ 28 ナイロンストッキネット 3” +0.03% +1.43% 10 8
○ ○ 29 ナイロンストッキネット 4” +1.14% +4.16% 9 7
○ ○ 30 ナイロンストッキネット 10”  0.00% +5.90% 7 6
○ 31 ストッキング  0.00%  0.00% 7 6
○ ○ 32 Vマット（１ｍ幅） - - 2 2
○ ○ 33 テトロンフェルト（１ｍ幅）  0.00% +1.59% 11 9

素材価格の変化率 有効回答数

　件以上の項目のみ
　算入。

該当種目

素材・小物材料等名称
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○ ○ 34 トレカクロス25mm  0.00%  0.00% 6 5
○ ○ 35 トレカクロス50mm  0.00% +0.62% 8 6
○ ○ 36 カーボンストッキネット　3ｲﾝﾁ - - 2 2
○ ○ 37 カーボンストッキネット　4ｲﾝﾁ  0.00%  0.00% 5 4
○ ○ 38 カーボンストッキネット　5ｲﾝﾁ +2.31% +6.00% 6 5
○ ○ 39 カーボンストッキネット　6ｲﾝﾁ +1.12% +2.50% 9 8
○ ○ 40 カーボンストッキネット　8ｲﾝﾁ +2.25% +3.21% 5 6
○ ○ 41 カーボンシート材  0.00%  0.00% 4 3
○ ○ 42 カーボン帯状のもの（2.5ｃｍ幅）  0.00%  0.00% 3 4
○ ○ 43 カーボン帯状のもの（５ｃｍ幅）  0.00%  0.00% 3 4
○ ○ 44 グラスファイバー - - 1 1
○ ○ ○ 45 クローム革 +3.44% +7.12% 15 14
○ ○ ○ 46 なめし革 +3.00% +3.00% 6 6
○ ○ ○ 47 ヌメ革 +4.14% +16.08% 12 11
○ ○ ○ 48 茶利革 +0.31% +8.75% 7 7
○ ○ ○ 49 合成皮革（クラリーノ等） +2.60% +5.31% 12 12
○ 50 木ブロック  0.00%  0.00% 3 3
○ 51 桐材 +4.61% +11.28% 6 6
○ ○ 52 アンクルブロック（ホウ材）  0.00% -3.32% 7 6
○ ○ ○ 53 軽合金（ナマコボー） +3.17% +4.84% 10 8

○ 54 半月材 +5.80% +10.12% 12 12
○ ○ ○ 55 ポリエチレン +3.44% +7.22% 19 15
○ ○ ○ 56 黄スポンジ  0.00% +12.99% 11 13
○ ○ ○ 57 EVA等硬質スポンジ +1.18% +0.73% 13 12
○ ○ ○ 58 ゴム系樹脂クッション素材 +5.72% +5.32% 6 4

○ 59 ピラミッドシート等滑り止めシート +11.12% +7.24% 6 5
○ ○ 60 ゴム帯地（２５ｍｍ幅） +0.26%  0.00% 5 4
○ ○ ○ 61 ダクロンテープ（２５ｍｍ幅） +3.54% +5.70% 8 8
○ ○ 62 ビニール管（義手・腋下部用）  0.00%  0.00% 4 3
○ ○ ○ 63 ベルト（バックル）  0.00%  0.00% 5 5
○ ○ ○ 64 丸環 +2.50% +2.50% 4 4
○ ○ 65 フェルト -2.01% +11.68% 16 15
○ ○ ○ 66 帆布 +3.38% +7.73% 11 11

○ ○ 67 オペロン +1.24% +2.73% 9 7
○ ○ 68 パイル地 +4.76% +4.27% 14 9

○ ○ ○ 69 布（上記以外のもの） +1.93% +2.27% 8 8
○ 70 スパンデックス  0.00%  0.00% 3 3

○ 71 ウレタンチップ　＃6000 +6.04% +8.34% 8 6
○ 72 ウレタンチップ　＃7000 +5.14% +8.51% 10 8
○ 73 ウレタンチップ　＃8000 +5.17% +12.74% 8 5
○ 74 ウレタンチップ　＃10000 +26.34% +27.72% 3 3
○ 75 ウレタンチップ　＃12000 +7.69% +7.69% 3 3
○ 76 ウレタンチップ　＃15000 - - 2 2
○ 77 ウレタンチップ　＃20000 - - 2 2

○ ○ 78 ウレタン 10mm厚 +5.41% +7.63% 12 11
○ ○ 79 低反発ウレタン 15mm厚  0.00% +9.52% 4 3
○ ○ 80 低反発ウレタン 20mm厚 +2.47% +8.25% 7 5
○ ○ 81 低反発ウレタン 30mm厚 +3.75% +4.17% 5 3
○ ○ 82 低反発ウレタン 40mm厚 +1.04% +4.48% 5 5
○ ○ 83 低反発ウレタン 50mm厚 +5.56% +9.94% 3 3
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○ ○ 84 ムマック 10mm厚 +4.73% +4.73% 8 5
○ ○ 85 ムマック 15mm厚 - - 1 1

○ 86 合板　90cm x 180cm  9mm厚 +1.94% +6.18% 13 13
○ ○ 87 ビニールレザー +2.81% +3.93% 15 13

○ ○ ○ 88 マジックベルト　25mm幅 +2.04% +11.77% 21 16
○ ○ ○ 89 マジックベルト　30mm幅 +2.97% +5.91% 10 7
○ ○ ○ 90 マジックベルト　38mm幅 +1.33% +15.74% 12 8
○ ○ ○ 91 マジックベルト　40mm幅 - - 1 1
○ ○ ○ 92 マジックベルト　50mm幅 +0.85% +7.75% 24 18

○ ○ 93 Ｗラッセル 5mm厚以下 +0.63% +3.13% 7 3
○ ○ 94 Ｗラッセル 8mm厚  0.00%  0.00% 5 4
○ ○ 95 Ｗラッセル10mm厚以上  0.00% - 3 1
○ ○ 96 エアータッチ（ダブル）  0.00%  0.00% 4 4

○ ○ ○ 97 ナイロンベルト 25mm幅 +3.34% +6.48% 15 11
○ ○ ○ 98 ナイロンベルト 38mm幅 +0.82% +1.05% 11 9
○ ○ ○ 99 ナイロンベルト 50mm幅 +1.47% +2.42% 14 12
○ ○ ○ 100 ラミネート 5mm厚 - - 2 2

○ 101 防水シート  0.00% +4.06% 9 6
○ ○ ○ 102 バックル 25mm幅用 +0.30% +0.61% 13 13
○ ○ ○ 103 バックル 38mm幅用 +0.57%  0.00% 10 8
○ ○ ○ 104 バックル 50mm幅用 +0.35%  0.00% 14 11
○ ○ ○ 105 アジャスター 25mm幅用 +0.72%  0.00% 16 11
○ ○ ○ 106 アジャスター 38mm幅用 +0.96%  0.00% 13 10
○ ○ ○ 107 アジャスター 50mm幅用 -1.68%  0.00% 13 10
○ ○ ○ 108 Dカン 25mm幅用 +1.43%  0.00% 9 7
○ ○ ○ 109 Dカン 38mm幅用 +1.67%  0.00% 7 5
○ ○ ○ 110 Dカン 50mm幅用 +2.38% +10.00% 5 3
○ ○ ○ 111 角カン 25mm幅用 +3.48% +3.40% 17 15
○ ○ ○ 112 角カン 38mm幅用 +1.51% +0.66% 11 10
○ ○ ○ 113 角カン 50mm幅用 +0.61%  0.00% 17 14
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表４ 国内企業物価指数の推移 

 

平成26年
6⽉

（＝100）

平成29年
6⽉

令和元年
6⽉

国内企業物価指数（2015年基準）から作成 
総平均 100.0 95.3 97.8
⼤類別/⼯業製品 100.0 95.5 97.6
 類別/ 飲⾷料品 100.0 101.2 102.7
 類別/ 繊維製品 100.0 100.6 103.0
 類別/ ⽊材・⽊製品 100.0 99.6 101.4
 類別/ パルプ・紙・同製品 100.0 99.8 108.4
 類別/ 化学製品 100.0 87.8 87.2
 類別/ ⽯油・⽯炭製品 100.0 69.9 80.0
 類別/ プラスチック製品 100.0 95.1 96.8
 類別/ 窯業・⼟⽯製品 100.0 100.3 105.4
 類別/ 鉄鋼 100.0 98.8 105.3
 類別/ ⾮鉄⾦属 100.0 96.7 96.6
 類別/ ⾦属製品 100.0 102.3 107.3
 類別/ はん⽤機器 100.0 100.7 103.1
 類別/ ⽣産⽤機器 100.0 100.9 102.3
 類別/ 業務⽤機器 100.0 101.4 101.2
 類別/ 電⼦部品・デバイス 100.0 96.2 95.8
 類別/ 電気機器 100.0 94.8 93.6
 類別/ 情報通信機器 100.0 96.7 93.2
 類別/ 輸送⽤機器 100.0 99.2 98.4
 類別/ その他⼯業製品 100.0 100.3 101.6
⼤類別/農林⽔産物 100.0 104.6 106.1
 類別/ 農林⽔産物 100.0 104.6 106.1
⼤類別/鉱産物 100.0 94.1 100.7
 類別/ 鉱産物 100.0 94.1 100.7
⼤類別/電⼒・都市ガス・⽔道 100.0 87.3 97.2
 類別/ 電⼒・都市ガス・⽔道 100.0 87.3 97.2
⼤類別/スクラップ類 100.0 83.8 84.1
 類別/ スクラップ類 100.0 83.8 84.1

(参考)夏季電⼒料⾦調整後
総平均 100.0 95.3 97.6
 類別/ 電⼒・都市ガス・⽔道 100.0 87.3 93.9
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Ｄ．考察 

（作業人件費の時間あたり単価） 

作業人件費単価は上昇傾向にあることが確認さ

れた。これは、平成 30 年度の義肢等 3種目の価格

引き上げにより引き上げが可能になったというだ

けでなく、産業全体、製造業全体の人件費単価上

昇の動きにも合致していると考えられる。 

 前回調査を行った平成 29 年度の作業人件費単

価について、今回再度調査を行ったところ、前回

結果より若干高い結果となった。回答における種

目間の構成比など大きくは変わっておらず、なに

がこれに影響したのかは改めて検討が必要であ

る。 

改めて、義肢、装具、座位保持装置の種目間で作

業人件費の時間あたり単価に差があることが確認

された。義肢に比べ、装具の作業人件費単価はで

は 74.1%、座位保持装置 81.4%という結果であった。

実際には事業所により、種目毎に作業担当者が別

れている形態をとっている事業所と特に種目別の

区分けのない形態である事業所とが混在している

ものの、調査回答事業所全体でみればある程度技

能の高い作業者が義肢製作に従事している傾向が

示唆された。 

 

（収支） 

調査結果は前回調査時点（平成 28 年度）と同水

準の 3.4%であった。他の企業統計における、全産

業平均、製造業平均もほぼ同様（微増、もしくはほ

ぼ変わらず）であった。 

調査結果数値が、上記統計の全産業平均、製造

業平均数値と比較すると低い点は、過去の調査と

同様であり、この点をどう評価するかが課題と思

われる。 

 

（人件費、消費課税対象部分の比率について） 

 今回の調査結果による売上高に占める費用のう

ち消費課税対象部分の比率は 59.6%と約 60%の値

となっており、制度の想定するほぼ同水準であっ

た。ただし、当該調査（調査票 B）が全数調査では

ないこと、前回（平成 29 年度）調査では、52.4%

と約 50%の結果であったことを考えれば、制度想

定数値の妥当性を確認するために、一度大きな規

模で調査を行うなどの確認を行う必要があるかも

しれない。 

 

（費用構成比率について） 

 義肢、装具については、作業人件費、素材費に

付随する費用の比率にかかる状況が、昭和 53。

54 年度調査当時とは変化してきていることがう

かがえる結果が得られた。 

 今後、本研究でも正味作業時間、素材使用量に

関する調査を実施する予定であるが、もし今後も

当面現行の公定価格制の補装具費支給制度を前提

にするならば、こうしたデータと合わせ考え、よ

り現状に即した価格算定式とそのパラメータのセ

ットを提示することが、事業者の適正採算に即し

た価格設定上望ましいと考えられる。 

 

（素材価格） 

調査結果からは、素材価格の上昇傾向が確認

された。国内企業物価指数の総平均も同様の傾向

を示しており、素材価格上昇の背景として前回調

査以降の物価の上昇が影響していると考えられ

る。 

 

Ｅ．結果 

製作事業者を対象に製作費用を把握する調査を

行った。この作業を通じ、作業人件費の時間あた

り単価、素材単価の変化についてはある程度状況

把握を行えたと考えている。作業人件費の時間あ

たり単価は前回調査時に比べ、+3.8%ないし+7.7%

程度上昇していた。売上高利益率は平均 3.4%とい

う結果であり、一定水準を確保しているものの全

産業平均、製造業平均数値と比較すると低かった。

さらに、義肢、装具、座位保持装置の種目ごとの推

定作業人件費単価を明らかにした。素材の平均価
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格は前回調査時と比較し+2.0%程度の上昇が確認

された。 

義肢・装具・座位保持装置の 3種目について包

括的に価格根拠を把握するためには、今回調査実

施できていない作業時間、素材費の絶対額の把握

についても、把握する必要がある。その前提とし

て、対象となる用具の仕様や製作方法について、

関連するステークホルダーと共通の認識を前提に

議論できるよう、こうした情報を整理する必要が

ある。こうした点を踏まえ、今後の研究を進めて

いきたいと考えている。 

 

Ｆ．健康危険情報 

 （なし） 
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こ

の
場

合
、

該
当

す
る

給
与

計
算

期
間

を
ご

回
答

下
さ

い
。

→
令

和
元

年
月

日
　

～
月

日

※
対

象
者

、
対

象
支

給
が

な
い

場
合

は
該

当
欄

を
空

欄
に

せ
ず

「
0
」
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

．
１

ヶ
月

間
の

３
．

１
ヶ

月
間

の
延

べ
実

労
働

時
間

数
４

．
１

ヶ
月

間
に

支
給

さ
れ

る
給

与
等

金
額

延
べ

出
勤

日
数

※
賞

与
等

は
含

み
ま

せ
ん

。
所

定
内

労
働

時
間

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

で
定

め
ら

れ
た

正
規

の
始

業
時

刻
と

終
業

時
刻

の
間

の
実

労
働

時
間

所
定

外
労

働
時

間
早

出
、

残
業

、
臨

時
の

呼
出

、
休

日
出

勤
等

の
実

労
働

時
間

数

合
計

（
=
4
a+

4
b+

4
c
）

4
a 

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

（
税

引
前

）
（
註

３
）

4
b 

退
職

金
目

的
の

積
み

立
て

4
c
 法

定
福

利
費

の
事

業
主

負
担

分
（
註

４
）

※
該

当
す

る
方

の
人

数
※

該
当

す
る

方
全

員
の

1
ヶ

月
間

の
出

勤
日

数
合

計

※
該

当
す

る
方

全
員

の
1
ヶ

月
間

の
所

定
内

労
働

時
間

合
計

※
該

当
す

る
方

全
員

の
1
ヶ

月
間

の
所

定
外

労
働

時
間

合
計

単
位

：
人

単
位

：
日

単
位

：
時

間
単

位
：
時

間
単

位
：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

１
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
以

上
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
１

－
１

～
１

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
１

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

１
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
１

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
未

満
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
２

－
１

～
２

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
２

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

２
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

註
１

　
経

営
・
事

務
専

従
の

方
は

含
み

ま
せ

ん
。

註
２

　
座

位
保

持
装

置
事

業
と

車
椅

子
・
電

動
車

椅
子

事
業

と
の

間
で

、
切

り
分

け
が

困
難

な
場

合
は

、
こ

れ
ら

事
業

を
含

め
た

数
値

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

１
．

.該
当

す
る

経
営

者
・
従

業
員

の
数

※
該

当
す

る
方

全
員

の
支

給
額

の
合

計
値

註
３

　
き

ま
っ

て
支

給
す

る
給

与
：
　

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

に
よ

っ
て

あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
て

い
る

支
給

条
件

、
算

定
方

法
に

よ
っ

て
支

給
さ

れ
る

給
与

で
、

い
わ

ゆ
る

基
本

給
、

家
族

手
当

、
超

過
労

働
手

当
を

含
む

。
註

４
　

法
定

福
利

費
の

事
業

主
負

担
分

：
　

健
康

保
険

料
（
介

護
保

険
料

を
含

む
）
、

厚
生

年
金

保
険

料
（
子

ど
も

・
子

育
て

拠
出

金
を

含
む

）
、

労
災

保
険

料
、

雇
用

保
険

料
の

事
業

主
負

担
分

の
金

額
を

お
書

き
く
だ

さ
い

。
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●
I-

3
 【

最
近

の
特

別
給

与
】
特

別
に

支
払

わ
れ

た
給

与
（
特

別
給

与
）
に

つ
い

て
●

各
種

社
会

保
険

適
用

の
有

無
記

入
対

象
期

間
　

平
成

3
0
年

1
0
月

1
日

を
含

む
貴

事
業

所
の

会
計

期
間

　
例

）
　

会
計

期
間

が
 1

月
1
日

～
1
2
月

3
1
日

の
事

業
所

の
場

合
　

→
　

記
入

対
象

期
間

は
平

成
3
0
年

 1
月

 1
日

～
平

成
3
0
年

1
2
月

3
1
日

　
　

　
　

 会
計

期
間

が
 4

月
1
日

～
 3

月
3
1
日

の
事

業
所

の
場

合
　

→
　

記
入

対
象

期
間

は
平

成
3
0
年

 4
月

 1
日

～
平

成
3
1
年

 3
月

3
1
日

　
　

　
　

 会
計

期
間

が
1
0
月

1
日

～
 9

月
3
0
日

の
事

業
所

の
場

合
　

→
　

記
入

対
象

期
間

は
平

成
3
0
年

1
0
月

 1
日

～
令

和
元

年
 9

月
3
0
日

　
　

健
康

保
険

（
介

護
保

険
を

含
む

）
会

計
期

間
の

開
始

月
日

月
日

　
　

厚
生

年
金

保
険

※
対

象
者

、
対

象
支

給
が

な
い

場
合

は
該

当
欄

を
空

欄
に

せ
ず

「
0
」
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

　
　

労
災

保
険

２
．

支
給

さ
れ

た
特

別
給

与
等

金
額

　
　

雇
用

保
険

合
計

（
=
2
a+

2
b）

2
a 

特
別

に
支

払
わ

れ
た

給
与

（
税

引
前

）
（
註

３
）

2
b 

法
定

福
利

費
の

事
業

主
負

担
分

（
註

４
）

※
該

当
す

る
方

の
人

数

単
位

：
人

単
位

：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

１
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
以

上
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
１

－
１

～
１

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
１

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

１
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
１

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
未

満
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
２

－
１

～
２

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
２

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

２
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

註
１

　
経

営
・
事

務
専

従
の

方
は

含
み

ま
せ

ん
。

註
２

　
座

位
保

持
装

置
事

業
と

車
い

す
事

業
と

の
間

で
、

切
り

分
け

が
困

難
な

場
合

は
、

車
い

す
事

業
を

含
め

た
数

値
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

１
．

支
給

対
象

に
.該

当
す

る 経
営

者
・
従

業
員

の
数

※
該

当
す

る
方

全
員

の
支

給
額

の
合

計
値

註
３

　
特

別
に

支
払

わ
れ

た
給

与
：
　

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

に
よ

ら
ず

、
一

時
的

又
は

突
発

的
事

由
に

基
づ

き
労

働
者

に
支

払
わ

れ
た

給
与

又
は

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

に
よ

り
あ

ら
か

じ
め

支
給

条
件

、
算

定
方

法
が

定
め

ら
れ

て
い

る
給

与
で

以
下

に
該

当
す

る
も

の
。

（
１

）
夏

冬
の

賞
与

、
期

末
手

当
等

の
一

時
金

　
　

（
２

）
支

給
事

由
の

発
生

が
不

定
期

な
も

の
（
３

）
３

か
月

を
超

え
る

期
間

で
算

定
さ

れ
る

手
当

等
（
６

か
月

分
支

払
わ

れ
る

通
勤

手
当

等
）
　

　
（
４

）
い

わ
ゆ

る
ベ

ー
ス

ア
ッ

プ
の

差
額

追
給

分

註
４

　
法

定
福

利
費

の
事

業
主

負
担

分
：
　

健
康

保
険

料
（
介

護
保

険
料

を
含

む
）
、

厚
生

年
金

保
険

料
（
子

ど
も

・
子

育
て

拠
出

金
を

含
む

）
、

労
災

保
険

料
、

雇
用

保
険

料
の

事
業

主
負

担
分

の
金

額
を

お
書

き
く
だ

さ
い

。

　
下

記
の

社
会

保
険

の
な

か
で

事
業

所
で

保
険

料
を

支
払

っ
て

い
ら

っ
し

ゃ
る

も
の

に
○

印
を

、
支

払
っ

て
い

ら
っ

し
ゃ

ら
な

い
も

の
に

×
印

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
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●
II
-
1
 【

比
較

対
象

時
点

の
労

働
時

間
と

支
給

額
】
毎

月
の

給
与

等
支

給
に

つ
い

て
１

記
入

対
象

期
間

　
平

成
2
9
年

9
月

1
日

～
9
月

3
0
日

（
法

定
福

利
費

納
付

1
0
月

）
※

給
与

計
算

の
締

め
日

が
月

末
で

な
い

場
合

は
、

平
成

2
9
年

9
月

1
日

を
含

む
給

与
計

算
期

間
に

つ
い

て
ご

記
入

下
さ

い
。

例
）
毎

月
2
0
日

締
め

の
場

合
 平

成
2
9
年

8
月

2
1
日

～
9
月

2
0
日

　
こ

の
場

合
、

該
当

す
る

給
与

計
算

期
間

を
ご

回
答

下
さ

い
。

→
平

成
2
9
年

月
日

　
～

月
日

※
対

象
者

、
対

象
支

給
が

な
い

場
合

は
該

当
欄

を
空

欄
に

せ
ず

「
0
」
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

．
１

ヶ
月

間
の

３
．

１
ヶ

月
間

の
延

べ
実

労
働

時
間

数
４

．
１

ヶ
月

間
に

支
給

さ
れ

る
給

与
等

金
額

延
べ

出
勤

日
数

※
賞

与
等

は
含

み
ま

せ
ん

。
所

定
内

労
働

時
間

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

で
定

め
ら

れ
た

正
規

の
始

業
時

刻
と

終
業

時
刻

の
間

の
実

労
働

時
間

所
定

外
労

働
時

間
早

出
、

残
業

、
臨

時
の

呼
出

、
休

日
出

勤
等

の
実

労
働

時
間

数

合
計

（
=
4
a+

4
b+

4
c
）

4
a 

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

（
税

引
前

）
（
註

３
）

4
b 

退
職

金
目

的
の

積
み

立
て

4
c
 法

定
福

利
費

の
事

業
主

負
担

分
（
註

４
）

※
該

当
す

る
方

の
人

数
※

該
当

す
る

方
全

員
の

1
ヶ

月
間

の
出

勤
日

数
合

計

※
該

当
す

る
方

全
員

の
1
ヶ

月
間

の
所

定
内

労
働

時
間

合
計

※
該

当
す

る
方

全
員

の
1
ヶ

月
間

の
所

定
外

労
働

時
間

合
計

単
位

：
人

単
位

：
日

単
位

：
時

間
単

位
：
時

間
単

位
：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

１
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
以

上
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
１

－
１

～
１

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
１

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

１
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
１

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
未

満
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
２

－
１

～
２

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
２

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

２
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

註
１

　
経

営
・
事

務
専

従
の

方
は

含
み

ま
せ

ん
。

註
２

　
座

位
保

持
装

置
事

業
と

車
椅

子
・
電

動
車

椅
子

事
業

と
の

間
で

、
切

り
分

け
が

困
難

な
場

合
は

、
こ

れ
ら

事
業

を
含

め
た

数
値

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

１
．

.該
当

す
る

経
営

者
・
従

業
員

の
数

※
該

当
す

る
方

全
員

の
支

給
額

の
合

計
値

註
３

　
き

ま
っ

て
支

給
す

る
給

与
：
　

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

に
よ

っ
て

あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
て

い
る

支
給

条
件

、
算

定
方

法
に

よ
っ

て
支

給
さ

れ
る

給
与

で
、

い
わ

ゆ
る

基
本

給
、

家
族

手
当

、
超

過
労

働
手

当
を

含
む

。
註

４
　

法
定

福
利

費
の

事
業

主
負

担
分

：
　

健
康

保
険

料
（
介

護
保

険
料

を
含

む
）
、

厚
生

年
金

保
険

料
（
子

ど
も

・
子

育
て

拠
出

金
を

含
む

）
、

労
災

保
険

料
、

雇
用

保
険

料
の

事
業

主
負

担
分

の
金

額
を

お
書

き
く
だ

さ
い

。
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●
II
-
2
 【

比
較

対
象

時
点

の
労

働
時

間
と

支
給

額
】
毎

月
の

給
与

等
支

給
に

つ
い

て
２

記
入

対
象

期
間

　
平

成
2
9
年

1
0
月

1
日

～
1
0
月

3
1
日

（
法

定
福

利
費

納
付

1
1
月

）
※

給
与

計
算

の
締

め
日

が
月

末
で

な
い

場
合

は
、

平
成

2
9
年

1
0
月

1
日

を
含

む
給

与
計

算
期

間
に

つ
い

て
ご

記
入

下
さ

い
。

例
）
毎

月
2
0
日

締
め

の
場

合
 平

成
2
9
年

9
月

2
1
日

～
1
0
月

2
0
日

　
こ

の
場

合
、

該
当

す
る

給
与

計
算

期
間

を
ご

回
答

下
さ

い
。

→
平

成
2
9
年

月
日

　
～

月
日

※
対

象
者

、
対

象
支

給
が

な
い

場
合

は
該

当
欄

を
空

欄
に

せ
ず

「
0
」
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

．
１

ヶ
月

間
の

３
．

１
ヶ

月
間

の
延

べ
実

労
働

時
間

数
４

．
１

ヶ
月

間
に

支
給

さ
れ

る
給

与
等

金
額

延
べ

出
勤

日
数

※
賞

与
等

は
含

み
ま

せ
ん

。
所

定
内

労
働

時
間

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

で
定

め
ら

れ
た

正
規

の
始

業
時

刻
と

終
業

時
刻

の
間

の
実

労
働

時
間

所
定

外
労

働
時

間
早

出
、

残
業

、
臨

時
の

呼
出

、
休

日
出

勤
等

の
実

労
働

時
間

数

合
計

（
=
4
a+

4
b+

4
c
）

4
a 

き
ま

っ
て

支
給

す
る

給
与

（
税

引
前

）
（
註

３
）

4
b 

退
職

金
目

的
の

積
み

立
て

4
c
 法

定
福

利
費

の
事

業
主

負
担

分
（
註

４
）

※
該

当
す

る
方

の
人

数
※

該
当

す
る

方
全

員
の

1
ヶ

月
間

の
出

勤
日

数
合

計

※
該

当
す

る
方

全
員

の
1
ヶ

月
間

の
所

定
内

労
働

時
間

合
計

※
該

当
す

る
方

全
員

の
1
ヶ

月
間

の
所

定
外

労
働

時
間

合
計

単
位

：
人

単
位

：
日

単
位

：
時

間
単

位
：
時

間
単

位
：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

１
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
以

上
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
１

－
１

～
１

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
１

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

１
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
１

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
未

満
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
２

－
１

～
２

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
２

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

２
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

註
１

　
経

営
・
事

務
専

従
の

方
は

含
み

ま
せ

ん
。

註
２

　
座

位
保

持
装

置
事

業
と

車
椅

子
・
電

動
車

椅
子

事
業

と
の

間
で

、
切

り
分

け
が

困
難

な
場

合
は

、
こ

れ
ら

事
業

を
含

め
た

数
値

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

１
．

.該
当

す
る

経
営

者
・
従

業
員

の
数

※
該

当
す

る
方

全
員

の
支

給
額

の
合

計
値

註
３

　
き

ま
っ

て
支

給
す

る
給

与
：
　

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

に
よ

っ
て

あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
て

い
る

支
給

条
件

、
算

定
方

法
に

よ
っ

て
支

給
さ

れ
る

給
与

で
、

い
わ

ゆ
る

基
本

給
、

家
族

手
当

、
超

過
労

働
手

当
を

含
む

。
註

４
　

法
定

福
利

費
の

事
業

主
負

担
分

：
　

健
康

保
険

料
（
介

護
保

険
料

を
含

む
）
、

厚
生

年
金

保
険

料
（
子

ど
も

・
子

育
て

拠
出

金
を

含
む

）
、

労
災

保
険

料
、

雇
用

保
険

料
の

事
業

主
負

担
分

の
金

額
を

お
書

き
く
だ

さ
い

。
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●
II
-
3
 【

比
較

対
象

時
点

の
特

別
給

与
】
特

別
に

支
払

わ
れ

た
給

与
（
特

別
給

与
）
に

つ
い

て
記

入
対

象
期

間
　

平
成

2
8
年

1
0
月

1
日

を
含

む
貴

事
業

所
の

会
計

期
間

　
例

）
　

会
計

期
間

が
 1

月
1
日

～
1
2
月

3
1
日

の
事

業
所

の
場

合
　

→
　

記
入

対
象

期
間

は
平

成
2
8
年

 1
月

 1
日

～
平

成
2
8
年

1
2
月

3
1
日

　
　

　
　

 会
計

期
間

が
 4

月
1
日

～
 3

月
3
1
日

の
事

業
所

の
場

合
　

→
　

記
入

対
象

期
間

は
平

成
2
8
年

 4
月

1
日

～
平

成
2
9
年

 3
月

3
1
日

　
　

　
　

 会
計

期
間

が
1
0
月

1
日

～
 9

月
3
0
日

の
事

業
所

の
場

合
　

→
　

記
入

対
象

期
間

は
平

成
2
8
年

1
0
月

1
日

～
平

成
2
9
年

 9
月

3
0
日

会
計

期
間

の
開

始
月

日
月

日
※

対
象

者
、

対
象

支
給

が
な

い
場

合
は

該
当

欄
を

空
欄

に
せ

ず
「
0
」
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

２
．

支
給

さ
れ

た
特

別
給

与
等

金
額

合
計

（
=
2
a+

2
b）

2
a 

特
別

に
支

払
わ

れ
た

給
与

（
税

引
前

）
（
註

３
）

2
b 

法
定

福
利

費
の

事
業

主
負

担
分

（
註

４
）

※
該

当
す

る
方

の
人

数

単
位

：
人

単
位

：
円

単
位

：
円

単
位

：
円

１
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
以

上
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
１

－
１

～
１

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
１

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

１
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

１
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
１

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
．

所
定

内
労

働
時

間
週

2
0
時

間
未

満
の

方
に

つ
い

て
[特

定
種

目
専

従
の

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
の

い
ず

れ
か

１
種

目
に

専
従

さ
れ

る
方

に
つ

い
て

は
２

－
１

～
２

－
３

の
欄

に
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
２

－
１

．
義

肢
専

従
の

方
に

つ
い

て
 義

肢
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 義
肢

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

２
．

装
具

専
従

の
方

に
つ

い
て

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 装
具

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

２
－

３
．

座
位

保
持

装
置

（
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

兼
任

を
含

む
）
（
註

２
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 座
位

保
持

装
置

の
製

作
・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

[複
数

種
目

に
従

事
さ

れ
る

方
] 

義
肢

、
装

具
、

座
位

保
持

装
置

の
う

ち
複

数
種

目
に

つ
い

て
扱

っ
て

い
る

方
に

つ
い

て
は

２
－

４
の

欄
に

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
２

－
４

．
上

記
以

外
で

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
を

扱
っ

て
い

る
方

に
つ

い
て

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
（
註

1
）

 当
該

補
装

具
の

製
作

・
営

業
に

従
事

す
る

経
営

者
で

は
な

い
方

註
１

　
経

営
・
事

務
専

従
の

方
は

含
み

ま
せ

ん
。

註
２

　
座

位
保

持
装

置
事

業
と

車
い

す
事

業
と

の
間

で
、

切
り

分
け

が
困

難
な

場
合

は
、

車
い

す
事

業
を

含
め

た
数

値
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

１
．

支
給

対
象

に
.該

当
す

る 経
営

者
・
従

業
員

の
数

※
該

当
す

る
方

全
員

の
支

給
額

の
合

計
値

註
３

　
特

別
に

支
払

わ
れ

た
給

与
：
　

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

に
よ

ら
ず

、
一

時
的

又
は

突
発

的
事

由
に

基
づ

き
労

働
者

に
支

払
わ

れ
た

給
与

又
は

労
働

協
約

、
就

業
規

則
等

に
よ

り
あ

ら
か

じ
め

支
給

条
件

、
算

定
方

法
が

定
め

ら
れ

て
い

る
給

与
で

以
下

に
該

当
す

る
も

の
。

（
１

）
夏

冬
の

賞
与

、
期

末
手

当
等

の
一

時
金

　
　

（
２

）
支

給
事

由
の

発
生

が
不

定
期

な
も

の
（
３

）
３

か
月

を
超

え
る

期
間

で
算

定
さ

れ
る

手
当

等
（
６

か
月

分
支

払
わ

れ
る

通
勤

手
当

等
）
　

　
（
４

）
い

わ
ゆ

る
ベ

ー
ス

ア
ッ

プ
の

差
額

追
給

分

註
４

　
法

定
福

利
費

の
事

業
主

負
担

分
：
　

健
康

保
険

料
（
介

護
保

険
料

を
含

む
）
、

厚
生

年
金

保
険

料
（
子

ど
も

・
子

育
て

拠
出

金
を

含
む

）
、

労
災

保
険

料
、

雇
用

保
険

料
の

事
業

主
負

担
分

の
金

額
を

お
書

き
く
だ

さ
い

。
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●
III

 収
支

に
つ

い
て

＜
収

益
＞

過
去

3
年

（
3
会

計
年

度
）
に

か
か

る
収

益
（
売

上
等

）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
も

し
可

能
で

し
た

ら
内

訳
に

つ
い

て
も

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
該

当
す

る
収

益
等

が
生

じ
な

か
っ

た
項

目
に

つ
い

て
は

、
空

欄
に

せ
ず

「
0
」
千

円
、

「
0
」
件

と
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

平
成

3
0
年

1
0
月

1
日

を
含

む
会

計
期

間
平

成
2
9
年

1
0
月

1
日

を
含

む
会

計
期

間
平

成
2
8
年

1
0
月

1
日

を
含

む
会

計
期

間
＜

収
益

＞
　

※
売

上
に

つ
い

て
の

設
問

で
す

（
「
利

益
」
で

は
な

く
「
収

益
」
（
売

上
）
の

設
問

で
あ

る
点

、
ご

注
意

く
だ

さ
い

。
）

１
．

営
業

収
益

[営
業

収
益

」
：
　

事
業

で
の

売
上

高
の

合
計

額
（
純

売
上

高
）
を

お
書

き
下

さ
い

。
１

．
営

業
収

益
（
合

計
）

千
円

千
円

千
円

（
内

訳
の

う
ち

、
義

肢
・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
の

売
り

上
げ

が
分

類
可

能
な

場
合

は
、

１
－

１
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
そ

の
他

の
売

上
が

あ
る

場
合

、
１

－
１

の
合

計
は

上
の

「
１

．
営

業
収

益
（
合

計
）
」
と

一
致

し
ま

せ
ん

）
１

－
１

　
補

装
具

関
連

福
祉

用
具

（
註

１
・
註

2
）

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
製

作
・
修

理
・
販

売
義

肢
千

円
千

円
千

円
装

具
千

円
千

円
千

円
座

位
保

持
装

置
千

円
千

円
千

円

２
．

営
業

外
収

益

２
．

営
業

外
収

益
千

円
千

円
千

円

註
１

　
義

肢
・
装

具
は

補
装

具
費

支
給

制
度

に
よ

る
も

の
に

限
ら

ず
医

療
費

等
他

制
度

に
よ

る
も

の
な

ど
同

等
品

を
含

め
て

く
だ

さ
い

。
座

位
保

持
装

置
に

つ
い

て
は

、
車

椅
子

等
と

の
区

別
上

、
補

装
具

費
取

り
扱

い
上

ど
の

種
目

と
し

て
扱

わ
れ

た
か

に
基

づ
き

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
註

２
　

「
１

－
１

」
で

、
完

成
用

部
品

の
製

造
・
輸

入
販

売
に

か
か

る
営

業
収

益
に

つ
い

て
は

、
「
義

肢
」
、

「
装

具
」
、

「
座

位
保

持
装

置
」
の

項
で

は
な

く
「
そ

の
他

」
に

算
入

し
て

く
だ

さ
い

（
完

成
用

部
品

自
体

は
福

祉
用

具
で

は
な

く
、

そ
の

構
成

部
品

で
あ

る
た

め
）
。

[営
業

外
収

益
」
：
　

受
取

利
息

、
受

取
配

当
金

、
補

助
金

な
ど

、
本

業
以

外
の

経
営

活
動

に
よ

る
収

入
を

ご
記

入
下

さ
い

。
た

だ
し

、
特

別
利

益
（
通

常
の

経
営

活
動

と
は

直
接

関
わ

り
の

な
い

、
特

別
な

要
因

で
発

生
し

た
臨

時
的

・
偶

発
的

な
利

益
。

固
定

資
産

売
却

益
、

投
資

有
価

証
券

売
却

益
、

関
係

会
社

株
式

売
却

益
な

ど
）
は

除
き

ま
す

。
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＜
費

用
＞

過
去

3
年

（
3
会

計
年

度
）
に

か
か

る
費

用
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
も

し
可

能
で

し
た

ら
内

訳
に

つ
い

て
も

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
該

当
す

る
費

用
が

生
じ

な
か

っ
た

項
目

に
つ

い
て

は
、

空
欄

に
せ

ず
「
0
」
千

円
と

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

平
成

3
0
年

1
0
月

1
日

を
含

む
会

計
期

間
平

成
2
9
年

1
0
月

1
日

を
含

む
会

計
期

間
平

成
2
8
年

1
0
月

1
日

を
含

む
会

計
期

間
＜

費
用

＞
１

．
営

業
費

用
[営

業
費

用
」
：
　

事
業

に
お

け
る

人
件

費
、

材
料

費
、

光
熱

費
、

車
両

費
、

旅
費

、
交

通
費

、
通

信
費

、
事

務
費

、
法

定
福

利
費

、
減

価
償

却
費

な
ど

全
費

用
の

合
計

額
を

お
書

き
下

さ
い

。
１

．
営

業
費

用
（
合

計
）

千
円

千
円

千
円

（
内

訳
が

わ
か

る
場

合
は

内
訳

の
う

ち
下

記
に

つ
い

て
お

書
き

く
だ

さ
い

。
　

※
そ

の
他

の
費

用
も

あ
り

ま
す

の
で

、
1
－

1
～

1
－

3
の

合
計

は
上

の
「
１

．
営

業
費

用
（
合

計
）
」
と

一
致

し
ま

せ
ん

。
）

１
－

１
．

人
件

費
（
法

定
福

利
費

事
業

主
負

担
分

込
み

）
千

円
千

円
千

円

１
－

２
．

完
成

用
部

品
購

入
費

千
円

千
円

千
円

　
　

※
補

装
具

の
自

社
内

で
の

製
作

・
修

理
に

用
い

る
目

的
で

購
入

し
た

も
の

の
み

を
対

象
と

し
ま

す
（
例

え
ば

、
他

社
へ

の
卸

の
た

め
の

購
入

分
は

含
め

な
い

で
く
だ

さ
い

）

１
－

３
．

補
装

具
対

象
福

祉
用

具
製

作
に

か
か

る
外

注
費

千
円

千
円

千
円

２
．

営
業

外
費

用

２
．

営
業

外
費

用
合

計
千

円
千

円
千

円

●
III

-
2
 事

業
所

の
総

床
面

積
に

つ
い

て
貴

事
業

所
の

総
床

面
積

を
お

書
き

く
だ

さ
い

。
平

方
メ

ー
ト

ル

[営
業

外
費

用
」
：
　

借
入

金
（
ロ

ー
ン

）
や

社
債

等
の

金
融

上
の

費
用

（
支

払
利

息
等

）
、

有
価

証
券

等
の

余
資

運
用

で
の

損
失

な
ど

本
業

以
外

の
経

営
活

動
で

生
じ

た
費

用
を

ご
記

入
下

さ
い

。
た

だ
し

、
特

別
損

失
（
通

常
の

経
営

活
動

と
は

直
接

関
わ

り
の

な
い

、
特

別
な

要
因

で
発

生
し

た
臨

時
的

な
損

失
。

固
定

資
産

売
却

損
、

災
害

損
失

、
火

災
損

失
な

ど
）
を

除
き

ま
す

。
法

人
税

の
支

払
い

も
含

み
ま

せ
ん

。
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●IV その他

補装具の価格制度について、ご意見等ございましたらご記入下さい。

（本問は自由記入形式です。）

ご回答いただく設問はここまでです。ご協力どうもありがとうございました。
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国立障害者リハビリテーションセンター研究所
我澤 賢之

●事業所名・所在地・ご回答担当者様等について

貴事業所ならびに担当者様についてご記入下さい。

下記の補装具の取扱の有無について、
条件に該当する項目に○、該当しない項目に×をお書き下さい。
義肢

装具

座位保持装置

※１つ以上に○がある場合　→　以下の設問にお答え下さい。
※すべて×である場合　→　ご回答いただく箇所はここまでです。ご協力ありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　お手数ですが、同封の返信用封筒もしくはeメールにてご返送ください。

下記の団体に加入されている場合、○印をお書き下さい。

日本車椅子シーティング協会

事業所の所在する都道府県
名についてご記入下さい。

ご回答事業者様事業所名

担当者様ご氏名

担当者様電話番号

担当者様メールアドレス
（メールご使用の場合）

義肢・装具・座位保持装置製作費用実態調査
調査票Ｂ：費用構成補足調査

※本研究は、厚生労働行政推進調査事業費補助金 障害者対策総合研究事業「補装具費支給制
度における種目の構造と基準額設定に関する調査研究」（研究代表者 山﨑伸也）を受け行ってお
ります。

障害者総合支援法による義肢の取扱のある事業所様

障害者総合支援法による装具の取扱のある事業所様

補装具費支給基準の座位保持装置の項目に基づく見積もりによ
る機器の製作件数（ただし、特例補装具としての座位保持装置の
製作件数を含む）について、過去３年間のなかで年間20件以上製
作された年が一度以上ある事業所様

日本義肢協会
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調
査

票
B

費
用

構
成

に
関

す
る

補
足

項
目

１
．

営
業

費
用

の
構

成
比

率
：
　

製
造

原
価

等
※

営
業

費
用

各
費

目
（
利

益
を

含
む

）
の

営
業

収
益

（
売

上
）
に

対
す

る
比

率
を

お
書

き
く
だ

さ
い

（
単

位
：
パ

ー
セ

ン
ト

）
。

各
比

率
の

合
計

が
1
0
0
%
と

な
る

よ
う

に
し

て
く
だ

さ
い

。
１

－
１

　
製

造
原

価
a 

製
造

に
か

か
る

物
品

購
入

費
等

（
事

業
所

全
体

の
平

均
を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

種
目

別
の

違
い

に
つ

い
て

は
「
３

」
で

お
た

ず
ね

し
ま

す
。

）
a-

1
 素

材
費

（
正

味
使

用
分

＋
ロ

ス
分

）
　

個
々

の
補

装
具

に
区

分
け

で
き

る
材

料
（
完

成
用

部
品

を
除

く
）
の

購
入

金
額

%
a-

2
 完

成
用

部
品

購
入

金
額

（
正

味
使

用
分

＋
ロ

ス
分

）
　

完
成

用
部

品
の

購
入

金
額

（
正

味
使

用
分

に
、

加
工

中
の

微
小

部
品

の
脱

落
損

失
、

倉
庫

保
管

中
の

亀
裂

な
ど

に
よ

る
ロ

ス
を

含
め

た
分

）
%

a-
3
 小

物
材

料
費

　
個

々
の

要
素

加
工

に
対

し
て

使
用

量
を

決
め

が
た

い
材

料
の

費
用

（
麻

ひ
も

、
は

と
め

、
細

い
ゴ

ム
バ

ン
ド

、
ス

ナ
ッ

プ
、

木
ね

じ
、

油
脂

、
鉄

鋲
、

銅
鋲

、
各

種
接

着
剤

、
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
鋲

、
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
接

着
テ

ー
プ

、
糸

、
釘

、
ビ

ス
、

ナ
ッ

ト
、

リ
ー

フ
・
ワ

ッ
シ

ャ
等

）

%

a-
4
 材

料
管

理
費

　
素

材
・
完

成
用

部
品

・
小

物
材

料
の

購
入

お
よ

び
保

管
に

要
す

る
経

費
（
素

材
・
完

成
用

部
品

・
小

物
材

料
の

購
入

金
額

自
体

（
a-

1
～

a-
3
に

相
当

）
は

含
み

ま
せ

ん
。

そ
れ

以
外

の
購

入
経

費
、

な
ら

び
に

管
理

経
費

を
対

象
と

し
ま

す
。

）
%

b 
製

造
に

か
か

る
人

件
費

（
労

務
費

）
（
註

１
）

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
の

製
造

関
連

b-
1
 【

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
】

基
本

工
作

法
に

か
か

る
人

件
費

　
義

肢
・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
の

製
作

・
修

理
作

業
の

う
ち

基
本

工
作

法
相

当
作

業
に

か
か

る
人

件
費

（
賞

与
、

退
職

金
目

的
の

積
み

立
て

、
法

定
福

利
費

を
含

む
）

※
基

本
工

作
法

に
か

か
る

作
業

の
正

味
作

業
時

間
の

み
を

対
象

と
し

ま
す

%

b-
2
 【

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
】

基
本

工
作

法
以

外
の

製
作

・
修

理
正

味
作

業
に

か
か

る
人

件
費

　
義

肢
・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
に

お
け

る
基

本
工

作
法

以
外

の
製

作
・
修

理
に

か
か

る
正

味
作

業
等

（
例

え
ば

、
利

用
者

の
希

望
す

る
デ

ザ
イ

ン
等

対
応

の
製

作
・
修

理
作

業
等

）
に

か
か

る
人

件
費

（
賞

与
、

退
職

金
目

的
の

積
み

立
て

、
法

定
福

利
費

を
含

む
）

※
作

業
準

備
等

の
時

間
相

当
分

の
人

件
費

に
つ

い
て

は
、

こ
こ

に
含

め
ず

「
b
-
3
」
に

含
め

て
く

だ
さ

い

%

b-
3
 【

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
】

そ
の

他
製

造
作

業
に

伴
う

人
件

費
　

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
製

作
・
修

理
作

業
に

と
も

な
う

、
b-

1
、

b-
2
以

外
の

人
件

費
（
賞

与
、

退
職

金
目

的
の

積
み

立
て

、
法

定
福

利
費

を
含

む
）

※
作

業
準

備
、

段
取

り
、

作
業

物
の

整
理

、
清

掃
、

工
具

機
器

の
搬

出
入

、
工

具
機

器
の

小
修

理
、

業
務

上
生

じ
る

作
業

特
有

の
手

待
ち

時
間

、
勤

務
時

間
内

の
生

理
的

余
裕

時
間

（
お

手
洗

い
等

）
等

を
対

象
と

し
ま

す

%

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
以

外
の

製
造

関
連

b-
4
　

【
義

肢
・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
以

外
の

事
業

】
義

肢
・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
以

外
の

製
造

関
連

　
義

肢
・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
以

外
の

事
業

に
お

け
る

製
作

等
作

業
に

携
わ

る
人

の
人

件
費

（
賞

与
、

退
職

金
目

的
の

積
み

立
て

、
法

定
福

利
費

を
含

む
）

%

c
 製

造
に

か
か

る
経

費
c
-
1
 減

価
償

却
費

　
減

価
償

却
費

の
う

ち
製

造
に

か
か

る
部

分
。

製
造

に
か

か
る

機
械

・
設

備
等

の
減

価
償

却
費

な
ど

%

c
-
2
 外

注
加

工
費

　
加

工
に

か
か

る
外

注
費

用
%

c
-
3
 送

料
な

ど
（
た

だ
し

a-
4
材

料
管

理
費

算
入

分
を

除
く
）

　
売

上
諸

掛
、

仕
入

諸
掛

、
そ

の
他

各
種

送
料

※
た

だ
し

、
材

料
（
素

材
・
小

物
材

料
・
完

成
用

部
品

）
購

入
に

と
も

な
う

送
料

な
ど

は
「
a-

4
 材

料
管

理
費

」
に

含
む

も
の

と
し

て
、

こ
こ

に
は

含
め

な
い

で
く
だ

さ
い

。
%

c
-
4
 衛

生
費

　
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
代

、
清

掃
代

・
メ

ン
テ

ナ
ン

ス
代

、
清

掃
用

具
の

レ
ン

タ
ル

代
、

産
業

廃
棄

物
処

理
費

用
な

ど
%

c
-
5
 そ

の
他

　
水

道
光

熱
費

、
賃

貸
料

、
そ

の
他

の
外

注
費

用
、

特
許

使
用

見
料

法
定

福
利

費
以

外
の

保
険

料
（
所

領
保

険
等

）
、

衛
生

費
以

外
で

の
各

種
レ

ン
タ

ル
・
リ

ー
ス

費
用

な
ど

、
そ

の
他

の
人

件
費

・
物

品
の

購
入

費
用

・
減

価
償

却
費

以
外

の
費

用
%

１
－

２
　

販
売

費
及

び
一

般
管

理
費

（
販

管
費

）
d 

販
売

費
及

び
一

般
管

理
費

（
販

管
費

）
%

１
－

３
　

営
業

利
益

%

２
．

営
業

費
用

の
構

成
比

率
：
　

人
件

費
※

人
件

費
の

営
業

収
益

（
売

上
）
に

対
す

る
比

率
を

お
書

き
く
だ

さ
い

（
単

位
：
パ

ー
セ

ン
ト

）
。

２
－

１
　

人
件

費
の

比
率

総
人

件
費

　
補

装
具

の
価

格
に

占
め

る
、

そ
の

製
作

等
に

要
し

た
人

件
費

の
計

※
基

本
工

作
法

な
ら

び
に

そ
れ

以
外

の
製

作
作

業
・
付

随
時

間
、

販
売

費
及

び
一

般
管

理
費

に
属

す
る

人
件

費
等

合
わ

せ
た

、
す

べ
て

の
人

件
費

の
合

計
で

す
。

※
賞

与
、

退
職

金
目

的
の

積
み

立
て

、
法

定
福

利
費

を
含

み
ま

す

%

註
１

　
同

一
の

方
が

こ
れ

ら
複

数
の

職
務

等
を

お
こ

な
っ

て
い

る
場

合
、

該
当

す
る

時
間

比
率

を
踏

ま
え

て
按

分
し

て
下

さ
い

。
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３
．

総
合

支
援

法
に

お
け

る
義

肢
・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
製

作
費

用
に

関
連

す
る

各
種

比
率

（
製

造
に

か
か

る
物

品
購

入
費

等
種

目
別

詳
細

）

義
肢

装
具

座
位

保
持

装
置

２
－

１
　

素
材

費
・
素

材
の

ロ
ス

率
（
補

装
具

製
作

に
使

用
す

る
素

材
正

味
使

用
量

（
金

額
）
に

対
す

る
比

率
）

　
補

装
具

製
作

に
使

用
す

る
素

材
（
個

々
の

補
装

具
に

区
分

け
で

き
る

材
料

。
た

だ
し

完
成

用
部

品
を

除
く
）
に

つ
い

て
、

正
味

必
要

量
に

対
し

何
パ

ー
セ

ン
ト

を
ロ

ス
分

と
し

て
消

費
す

る
か

（
素

材
の

正
味

必
要

量
に

対
す

る
割

増
分

）

%
%

%
%

%

・
小

物
材

料
費

（
補

装
具

製
作

に
使

用
す

る
素

材
の

購
入

費
用

（
正

味
使

用
量

＋
素

材
の

ロ
ス

分
）
に

対
す

る
比

率
）

　
補

装
具

の
製

作
・
修

理
に

消
費

さ
れ

る
材

料
の

う
ち

、
個

々
の

要
素

加
工

に
対

し
て

使
用

量
を

決
め

が
た

い
材

料
使

用
分

の
購

入
金

額
に

つ
い

て
、

素
材

購
入

金
額

（
上

記
ロ

ス
分

を
含

む
）
の

何
パ

ー
セ

ン
ト

程
度

に
相

当
す

る
す

る
か

（
麻

ひ
も

、
は

と
め

、
細

い
ゴ

ム
バ

ン
ド

、
ス

ナ
ッ

プ
、

木
ね

じ
、

油
脂

、
鉄

鋲
、

銅
鋲

、
各

種
接

着
剤

、
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
鋲

、
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
接

着
テ

ー
プ

、
糸

、
釘

、
ビ

ス
、

ナ
ッ

ト
、

リ
ー

フ
・
ワ

ッ
シ

ャ
等

）

%
%

%
%

%

・
素

材
・
小

物
材

料
の

管
理

費
（
補

装
具

製
作

に
使

用
す

る
素

材
（
正

味
使

用
量

＋
素

材
の

ロ
ス

分
）
お

よ
び

小
物

材
料

の
購

入
金

額
の

計
に

対
す

る
比

率
）

　
素

材
・
小

物
材

料
の

購
入

・
管

理
に

要
す

る
経

費
（
材

料
自

体
の

購
入

金
額

自
体

を
含

ま
な

い
購

入
に

と
も

な
う

経
費

、
お

よ
び

管
理

経
費

）
。

%
%

%
%

%

２
－

２
　

完
成

用
部

品
費

・
完

成
用

部
品

の
ロ

ス
率

（
補

装
具

製
作

に
使

用
す

る
完

成
用

部
品

正
味

使
用

量
相

当
金

額
に

対
す

る
比

率
）

　
完

成
用

部
品

の
正

味
使

用
分

購
入

金
額

に
対

し
、

加
工

中
の

微
小

部
品

の
脱

落
損

失
、

倉
庫

保
管

中
の

亀
裂

な
ど

に
よ

る
ロ

ス
を

補
う

た
め

の
修

理
・
交

換
等

に
要

す
る

費
用

と
し

て
何

パ
ー

セ
ン

ト
の

割
り

増
し

を
見

込
む

必
要

が
あ

る
か

%
%

%
%

%

・
完

成
用

部
品

購
入

金
額

の
比

率
（
総

合
支

援
法

に
か

か
る

該
当

補
装

具
の

売
上

高
合

計
に

対
す

る
比

率
）

　
そ

れ
ぞ

れ
の

種
目

に
か

か
る

完
成

用
部

品
の

購
入

費
が

該
当

補
装

具
価

格
の

何
パ

ー
セ

ン
ト

を
占

め
る

か
（
売

上
に

占
め

る
、

完
成

用
部

品
購

入
費

の
割

合
）

%
%

%
%

%

・
完

成
用

部
品

の
管

理
費

（
補

装
具

製
作

に
使

用
す

る
完

成
用

部
品

の
購

入
金

額
（
正

味
使

用
量

＋
ロ

ス
分

）
に

対
す

る
比

率
）

　
完

成
用

部
品

の
購

入
・
管

理
に

要
す

る
経

費
（
完

成
用

部
品

自
体

の
購

入
金

額
自

体
を

含
ま

な
い

購
入

に
と

も
な

う
経

費
、

お
よ

び
管

理
経

%
%

%
%

%

　
総

合
支

援
法

に
お

け
る

義
肢

・
装

具
・
座

位
保

持
装

置
製

作
に

お
け

る
物

品
購

入
費

等
に

関
連

す
る

各
種

比
率

に
つ

い
て

、
貴

事
業

所
に

お
け

る
平

均
的

な
値

を
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

構
造

フ
レ

ー
ム

を
製

作
す

る
場

合
車

椅
子

・
電

動
車

椅
子

構
造

フ
レ

ー
ム

を
使

用
す

る
場

合

完
成

用
部

品
に

よ
る

構
造

フ
レ

ー
ム

を
使

用
す

る
場

合
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貴事業所ならびにご回答いただく担当者様についてご記入下さい。

事業所の所在する都道府県名についてご記
入下さい。

ご回答事業者様事業所名

担当者様ご氏名

担当者様電話番号

担当者様メールアドレス

下記の団体に加入されている場合、○印をお書き下さい。
日本義肢協会
日本車椅子シーティング協会

国立障害者リハビリテーションセンター研究所
山崎 伸也
我澤 賢之

義肢・装具・座位保持装置製作費用実態調査
調査票Ｃ：素材単価について

※本研究は、厚生労働行政推進調査事業費補助金 障害者対策総合研究事業「補装具費支給制
度における種目の構造と基準額設定に関する調査研究」（研究代表者 山﨑伸也）を受け行っており
ます。

●事業所名・所在地・ご回答担当者様等について
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素
材

単
価

に
関

す
る

調
査

　
貴

事
業

所
で

の
購

入
価

格
（
単

価
）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。
調

査
票

に
挙

げ
た

３
つ

の
時

点
の

う
ち

記
入

可
能

な
凡

て
の

時
点

に
つ

い
て

ご
回

答
を

お
願

い
し

ま
す

。
※

義
肢

・
装

具
製

作
事

業
者

の
方

、
座

位
保

持
装

置
製

作
事

業
者

の
方

、
共

通
の

調
査

票
と

な
っ

て
お

り
ま

す
。

取
り

扱
い

の
あ

る
素

材
に

つ
い

て
の

み
ご

回
答

く
だ

さ
い

。
（
お

取
り

扱
い

の
な

い
品

に
つ

い
て

は
ご

回
答

い
た

だ
く
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

そ
の

場
合

該
当

欄
を

空
欄

に
し

て
お

い
て

く
だ

さ
い

。
）

※
価

格
の

変
化

率
に

関
心

が
あ

り
ま

す
の

で
、

各
時

点
と

も
サ

イ
ズ

・
仕

様
な

ど
同

等
の

も
の

の
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
※

単
位

に
つ

い
て

は
、

回
答

が
難

し
い

場
合

適
宜

ご
修

正
く
だ

さ
い

。
そ

の
場

合
、

修
正

し
た

こ
と

が
わ

か
り

や
す

い
よ

う
、

単
位

欄
の

セ
ル

の
背

景
を

着
色

す
る

な
ど

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
各

時
点

の
単

位
は

、
同

一
の

も
の

に
そ

ろ
え

て
い

た
だ

け
ま

す
よ

う
お

願
い

し
ま

す
。

※
価

格
に

つ
い

て
は

、
「
消

費
税

別
（
税

抜
）
価

格
」
を

お
書

き
く
だ

さ
い

。
（
も

し
税

別
の

記
入

が
困

難
な

ど
ご

ざ
い

ま
し

た
ら

、
表

の
備

考
欄

に
そ

の
旨

お
書

き
く
だ

さ
い

。
）

義 肢
装 具

座 位 保 持 装 置

素
材

・
小

物
材

料
等

の
別

名
称

製
品

名
の

例
そ

の
他

補
足

説
明

な
ど

平
成

3
1
年

4
月

～
令

和
元

年
9
月

の
期

間
中

の
い

ず
れ

か
の

時
点

で
の

購
入

価
格

（
税

別
）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

単
位

平
成

2
9
年

4
月

～
9
月

の
期

間
中

の
い

ず
れ

か
の

時
点

で
の

購
入

価
格

（
税

別
）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

単
位

平
成

2
6
年

4
月

～
9
月

の
期

間
中

の
い

ず
れ

か
の

時
点

で
の

購
入

価
格

（
税

別
）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

単
位

○
○

○
1

石
膏

（
ギ

プ
ス

粉
）
（
1
袋

2
5
kg

）
円

/
袋

円
/
袋

円
/
袋

○
○

2
プ

ラ
ス

ラ
ン

E
 （

1
巻

）
円

/
巻

円
/
巻

円
/
巻

○
○

○
3

ｷ
ﾞﾌ

ﾟｽ
包

帯
　

2
列

（
1
巻

）
円

/
巻

円
/
巻

円
/
巻

○
○

○
4

ｷ
ﾞﾌ

ﾟｽ
包

帯
　

3
列

（
1
巻

）
円

/
巻

円
/
巻

円
/
巻

○
○

○
5

熱
可

塑
性

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

キ
ャ

ス
ト

円
/
巻

円
/
巻

円
/
巻

○
○

6
ア

ク
リ

ル
樹

脂
硬

性
円

/
kg

円
/
kg

円
/
kg

○
○

7
ア

ク
リ

ル
樹

脂
軟

性
円

/
kg

円
/
kg

円
/
kg

○
○

8
ア

ク
リ

ル
樹

脂
（
軟

性
・
硬

性
）
混

合
円

/
kg

円
/
kg

円
/
kg

○
○

9
ア

ク
リ

ル
樹

脂
用

硬
化

剤
円

/
L

円
/
L

円
/
L

○
○

1
0

熱
硬

化
性

樹
脂

　
硬

性
円

/
kg

円
/
kg

円
/
kg

○
○

1
1

熱
硬

化
性

樹
脂

　
軟

性
円

/
kg

円
/
kg

円
/
kg

○
○

○
1
2

発
泡

樹
脂

円
/
kg

円
/
kg

円
/
kg

○
○

○
1
3

熱
可

塑
性

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

材
円

/
kg

円
/
kg

円
/
kg

○
○

1
4

ポ
リ

プ
ロ

ピ
レ

ン
P

P
シ

ー
ト

、
カ

ラ
ー

P
P

な
ど

円
/
㎡

円
/
㎡

円
/
㎡

○
1
5

コ
・
ポ

リ
マ

ー
円

/
㎡

円
/
㎡

円
/
㎡

○
○

1
6

サ
ブ

・
オ

ル
ソ

レ
ン

円
/
㎡

円
/
㎡

円
/
㎡

○
1
7

オ
ル

ソ
レ

ン
円

/
㎡

円
/
㎡

円
/
㎡

○
1
8

ト
レ

ラ
ッ

ク
ク

リ
ア

円
/
㎡

円
/
㎡

円
/
㎡

○
○

○
1
9

ア
セ

ト
ン

・
シ

ン
ナ

ー
類

円
/
L

円
/
L

円
/
L

○
○

○
2
0

接
着

剤
※

各
時

点
で

サ
イ

ズ
・
仕

様
が

同
じ

も
の

の
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
円

/
kg

円
/
kg

円
/
kg

該
当

種
目

素
材

・
小

物
材

料
等

名
称

備
考

欄
サ

イ
ズ

・
厚

さ
・
仕

様
な

ど
特

記
す

べ
き

点
が

ご
ざ

い
ま

し
た

ら
、

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
※

価
格

記
入

欄
が

複
数

時
点

に
渡

っ
て

お
り

ま
す

。
サ

イ
ズ

・
厚

さ
・
仕

様
等

条
件

を
揃

え
て

い
た

だ
き

、
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

購
入

価
格

（
単

価
・
消

費
税

別
）
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義 肢
装 具

座 位 保 持 装 置

素
材

・
小

物
材

料
等

の
別

名
称

製
品

名
の

例
そ

の
他

補
足

説
明

な
ど

平
成

3
1
年

4
月

～
令

和
元

年
9
月

の
期

間
中

の
い

ず
れ

か
の

時
点

で
の

購
入

価
格

（
税

別
）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

単
位

平
成

2
9
年

4
月

～
9
月

の
期

間
中

の
い

ず
れ

か
の

時
点

で
の

購
入

価
格

（
税

別
）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

単
位

平
成

2
6
年

4
月

～
9
月

の
期

間
中

の
い

ず
れ

か
の

時
点

で
の

購
入

価
格

（
税

別
）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

単
位

素
材

・
小

物
材

料
等

名
称

備
考

欄
サ

イ
ズ

・
厚

さ
・
仕

様
な

ど
特

記
す

べ
き

点
が

ご
ざ

い
ま

し
た

ら
、

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
※

価
格

記
入

欄
が

複
数

時
点

に
渡

っ
て

お
り

ま
す

。
サ

イ
ズ

・
厚

さ
・
仕

様
等

条
件

を
揃

え
て

い
た

だ
き

、
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

○
○

2
1

P
V

A
 シ

ー
ト

円
/
㎡

円
/
㎡

円
/
㎡

○
○

2
2

P
V

A
 4

”
円

/
枚

円
/
枚

円
/
枚

○
○

2
3

P
V

A
 6

”
円

/
枚

円
/
枚

円
/
枚

○
○

2
4

P
V

A
 8

”
円

/
枚

円
/
枚

円
/
枚

○
○

2
5

P
V

A
 1

0
”

円
/
枚

円
/
枚

円
/
枚

○
○

2
6

P
V

A
 1

2
”

円
/
枚

円
/
枚

円
/
枚

○
○

2
7

ナ
イ

ロ
ン

ス
ト

ッ
キ

ネ
ッ

ト
 2

”
円

/
kg

円
/
kg

円
/
kg

○
○

2
8

ナ
イ

ロ
ン

ス
ト

ッ
キ

ネ
ッ

ト
 3

”
 

円
/
kg

円
/
kg

円
/
kg

○
○

2
9

ナ
イ

ロ
ン

ス
ト

ッ
キ

ネ
ッ

ト
 4

”
円

/
kg

円
/
kg

円
/
kg

○
○

3
0

ナ
イ

ロ
ン

ス
ト

ッ
キ

ネ
ッ

ト
 1

0
”
 

円
/
kg

円
/
kg

円
/
kg

○
3
1

ス
ト

ッ
キ

ン
グ

円
/
kg

円
/
kg

円
/
kg

○
○

3
2

V
マ

ッ
ト

（
１

ｍ
幅

）
円

/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

3
3

テ
ト

ロ
ン

フ
ェ

ル
ト

（
１

ｍ
幅

）
円

/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

3
4

ト
レ

カ
ク

ロ
ス

2
5
m

m
円

/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

3
5

ト
レ

カ
ク

ロ
ス

5
0
m

m
円

/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

3
6

カ
ー

ボ
ン

ス
ト

ッ
キ

ネ
ッ

ト
　

3
ｲ
ﾝ
ﾁ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

3
7

カ
ー

ボ
ン

ス
ト

ッ
キ

ネ
ッ

ト
　

4
ｲ
ﾝ
ﾁ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

3
8

カ
ー

ボ
ン

ス
ト

ッ
キ

ネ
ッ

ト
　

5
ｲ
ﾝ
ﾁ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

3
9

カ
ー

ボ
ン

ス
ト

ッ
キ

ネ
ッ

ト
　

6
ｲ
ﾝ
ﾁ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

4
0

カ
ー

ボ
ン

ス
ト

ッ
キ

ネ
ッ

ト
　

8
ｲ
ﾝ
ﾁ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

4
1

カ
ー

ボ
ン

シ
ー

ト
材

円
/
㎡

円
/
㎡

円
/
㎡

○
○

4
2

カ
ー

ボ
ン

帯
状

の
も

の
（
2
.5

ｃ
ｍ

幅
）

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

4
3

カ
ー

ボ
ン

帯
状

の
も

の
（
５

ｃ
ｍ

幅
）

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

4
4

グ
ラ

ス
フ

ァ
イ

バ
ー

円
/
㎡

円
/
㎡

円
/
㎡

○
○

○
4
5

ク
ロ

ー
ム

革
円

/
ds

円
/
ds

円
/
ds

○
○

○
4
6

な
め

し
革

円
/
ds

円
/
ds

円
/
ds

○
○

○
4
7

ヌ
メ

革
円

/
ds

円
/
ds

円
/
ds

○
○

○
4
8

茶
利

革
円

/
ds

円
/
ds

円
/
ds

○
○

○
4
9

合
成

皮
革

（
ク

ラ
リ

ー
ノ

等
）

円
/
ds

円
/
ds

円
/
ds

○
5
0

木
ブ

ロ
ッ

ク
円

/
個

円
/
個

円
/
個

○
5
1

桐
材

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

5
2

ア
ン

ク
ル

ブ
ロ

ッ
ク

（
ホ

ウ
材

）
円

/
個

円
/
個

円
/
個
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義 肢
装 具

座 位 保 持 装 置

素
材

・
小

物
材

料
等

の
別

名
称

製
品

名
の

例
そ

の
他

補
足

説
明

な
ど

平
成

3
1
年

4
月

～
令

和
元

年
9
月

の
期

間
中

の
い

ず
れ

か
の

時
点

で
の

購
入

価
格

（
税

別
）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

単
位

平
成

2
9
年

4
月

～
9
月

の
期

間
中

の
い

ず
れ

か
の

時
点

で
の

購
入

価
格

（
税

別
）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

単
位

平
成

2
6
年

4
月

～
9
月

の
期

間
中

の
い

ず
れ

か
の

時
点

で
の

購
入

価
格

（
税

別
）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

単
位

素
材

・
小

物
材

料
等

名
称

備
考

欄
サ

イ
ズ

・
厚

さ
・
仕

様
な

ど
特

記
す

べ
き

点
が

ご
ざ

い
ま

し
た

ら
、

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
※

価
格

記
入

欄
が

複
数

時
点

に
渡

っ
て

お
り

ま
す

。
サ

イ
ズ

・
厚

さ
・
仕

様
等

条
件

を
揃

え
て

い
た

だ
き

、
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

○
○

○
5
3

軽
合

金
（
ナ

マ
コ

ボ
ー

）
 

円
/
本

円
/
本

円
/
本

○
5
4

半
月

材
円

/
本

円
/
本

円
/
本

○
○

○
5
5

ポ
リ

エ
チ

レ
ン

P
E
ラ

イ
ト

円
/
枚

円
/
枚

円
/
枚

○
○

○
5
6

黄
ス

ポ
ン

ジ
円

/
枚

円
/
枚

円
/
枚

○
○

○
5
7

E
V

A
等

硬
質

ス
ポ

ン
ジ

円
/
枚

円
/
枚

円
/
枚

○
○

○
5
8

ゴ
ム

系
樹

脂
ク

ッ
シ

ョ
ン

素
材

円
/
枚

円
/
枚

円
/
枚

○
5
9

ピ
ラ

ミ
ッ

ド
シ

ー
ト

等
滑

り
止

め
シ

ー
ト

円
/
枚

円
/
枚

円
/
枚

○
○

6
0

ゴ
ム

帯
地

（
２

５
ｍ

ｍ
幅

）
円

/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

○
6
1

ダ
ク

ロ
ン

テ
ー

プ
（
２

５
ｍ

ｍ
幅

）
円

/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

6
2

ビ
ニ

ー
ル

管
（
義

手
・
腋

下
部

用
）

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

○
6
3

ベ
ル

ト
（
バ

ッ
ク

ル
）

円
/
個

円
/
個

円
/
個

○
○

○
6
4

丸
環

円
/
個

円
/
個

円
/
個

○
○

6
5

フ
ェ

ル
ト

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

○
6
6

帆
布

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

6
7

オ
ペ

ロ
ン

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

6
8

パ
イ

ル
地

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

○
6
9

布
（
上

記
以

外
の

も
の

）
※

各
時

点
で

サ
イ

ズ
・
仕

様
が

同
じ

も
の

の
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
円

/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
7
0

ス
パ

ン
デ

ッ
ク

ス
円

/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
7
1

ウ
レ

タ
ン

チ
ッ

プ
　

＃
6
0
0
0

C
H

4
0
2
、

柔
ら

か
チ

ッ
プ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
7
2

ウ
レ

タ
ン

チ
ッ

プ
　

＃
7
0
0
0

C
H

4
0
3

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
7
3

ウ
レ

タ
ン

チ
ッ

プ
　

＃
8
0
0
0

C
H

4
0
4

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
7
4

ウ
レ

タ
ン

チ
ッ

プ
　

＃
1
0
0
0
0

C
H

4
0
6

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
7
5

ウ
レ

タ
ン

チ
ッ

プ
　

＃
1
2
0
0
0

C
H

4
0
8

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
7
6

ウ
レ

タ
ン

チ
ッ

プ
　

＃
1
5
0
0
0

C
H

4
1
1

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
7
7

ウ
レ

タ
ン

チ
ッ

プ
　

＃
2
0
0
0
0

C
H

4
1
6

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

7
8

ウ
レ

タ
ン

 1
0
m

m
厚

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

7
9

低
反

発
ウ

レ
タ

ン
 1

5
m

m
厚

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

8
0

低
反

発
ウ

レ
タ

ン
 2

0
m

m
厚

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

8
1

低
反

発
ウ

レ
タ

ン
 3

0
m

m
厚

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

8
2

低
反

発
ウ

レ
タ

ン
 4

0
m

m
厚

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

8
3

低
反

発
ウ

レ
タ

ン
 5

0
m

m
厚

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ
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義 肢
装 具

座 位 保 持 装 置

素
材

・
小

物
材

料
等

の
別

名
称

製
品

名
の

例
そ

の
他

補
足

説
明

な
ど

平
成

3
1
年

4
月

～
令

和
元

年
9
月

の
期

間
中

の
い

ず
れ

か
の

時
点

で
の

購
入

価
格

（
税

別
）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

単
位

平
成

2
9
年

4
月

～
9
月

の
期

間
中

の
い

ず
れ

か
の

時
点

で
の

購
入

価
格

（
税

別
）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

単
位

平
成

2
6
年

4
月

～
9
月

の
期

間
中

の
い

ず
れ

か
の

時
点

で
の

購
入

価
格

（
税

別
）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

単
位

素
材

・
小

物
材

料
等

名
称

備
考

欄
サ

イ
ズ

・
厚

さ
・
仕

様
な

ど
特

記
す

べ
き

点
が

ご
ざ

い
ま

し
た

ら
、

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
※

価
格

記
入

欄
が

複
数

時
点

に
渡

っ
て

お
り

ま
す

。
サ

イ
ズ

・
厚

さ
・
仕

様
等

条
件

を
揃

え
て

い
た

だ
き

、
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

○
○

8
4

ム
マ

ッ
ク

 1
0
m

m
厚

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

8
5

ム
マ

ッ
ク

 1
5
m

m
厚

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
8
6

合
板

　
9
0
c
m

 x
 1

8
0
c
m

  
9
m

m
厚

円
/
枚

円
/
枚

円
/
枚

○
○

8
7

ビ
ニ

ー
ル

レ
ザ

ー
円

/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

○
8
8

マ
ジ

ッ
ク

ベ
ル

ト
　

2
5
m

m
幅

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

○
8
9

マ
ジ

ッ
ク

ベ
ル

ト
　

3
0
m

m
幅

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

○
9
0

マ
ジ

ッ
ク

ベ
ル

ト
　

3
8
m

m
幅

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

○
9
1

マ
ジ

ッ
ク

ベ
ル

ト
　

4
0
m

m
幅

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

○
9
2

マ
ジ

ッ
ク

ベ
ル

ト
　

5
0
m

m
幅

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

9
3

Ｗ
ラ

ッ
セ

ル
 5

m
m

厚
以

下
フ

ュ
ー

ジ
ョ

ン
な

ど
。

表
皮

用
途

な
ど

。
円

/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

9
4

Ｗ
ラ

ッ
セ

ル
 8

m
m

厚
フ

ュ
ー

ジ
ョ

ン
な

ど
。

ク
ッ

シ
ョ

ン
素

材
用

途
な

ど
。

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

9
5

Ｗ
ラ

ッ
セ

ル
1
0
m

m
厚

以
上

フ
ュ

ー
ジ

ョ
ン

な
ど

。
ク

ッ
シ

ョ
ン

素
材

用
途

な
ど

。
円

/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

9
6

エ
ア

ー
タ

ッ
チ

（
ダ

ブ
ル

）
円

/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

○
9
7

ナ
イ

ロ
ン

ベ
ル

ト
 2

5
m

m
幅

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

○
9
8

ナ
イ

ロ
ン

ベ
ル

ト
 3

8
m

m
幅

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

○
9
9

ナ
イ

ロ
ン

ベ
ル

ト
 5

0
m

m
幅

円
/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

○
1
0
0

ラ
ミ

ネ
ー

ト
 5

m
m

厚
円

/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
1
0
1

防
水

シ
ー

ト
円

/
ｍ

円
/
ｍ

円
/
ｍ

○
○

○
1
0
2

バ
ッ

ク
ル

 2
5
m

m
幅

用
円

/
個

円
/
個

円
/
個

○
○

○
1
0
3

バ
ッ

ク
ル

 3
8
m

m
幅

用
円

/
個

円
/
個

円
/
個

○
○

○
1
0
4

バ
ッ

ク
ル

 5
0
m

m
幅

用
円

/
個

円
/
個

円
/
個

○
○

○
1
0
5

ア
ジ

ャ
ス

タ
ー

 2
5
m

m
幅

用
円

/
個

円
/
個

円
/
個

○
○

○
1
0
6

ア
ジ

ャ
ス

タ
ー

 3
8
m

m
幅

用
円

/
個

円
/
個

円
/
個

○
○

○
1
0
7

ア
ジ

ャ
ス

タ
ー

 5
0
m

m
幅

用
円

/
個

円
/
個

円
/
個

○
○

○
1
0
8

D
カ

ン
 2

5
m

m
幅

用
円

/
個

円
/
個

円
/
個

○
○

○
1
0
9

D
カ

ン
 3

8
m

m
幅

用
円

/
個

円
/
個

円
/
個

○
○

○
1
1
0

D
カ

ン
 5

0
m

m
幅

用
円

/
個

円
/
個

円
/
個

○
○

○
1
1
1

角
カ

ン
 2

5
m

m
幅

用
円

/
個

円
/
個

円
/
個

○
○

○
1
1
2

角
カ

ン
 3

8
m

m
幅

用
円

/
個

円
/
個

円
/
個

○
○

○
1
1
3

角
カ

ン
 5

0
m

m
幅

用
円

/
個

円
/
個

円
/
個

○
1
1
4

イ
ン

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

フ
ォ

ー
ム

円
/
個

円
/
個

円
/
個

○
11

5
フ

ッ
ト

プ
リ

ン
ト

用
紙

円
/
枚

円
/
枚

円
/
枚
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義 肢
装 具

座 位 保 持 装 置

素
材

・
小

物
材

料
等

の
別

名
称

製
品

名
の

例
そ

の
他

補
足

説
明

な
ど

平
成

3
1
年

4
月

～
令

和
元

年
9
月

の
期

間
中

の
い

ず
れ

か
の

時
点

で
の

購
入

価
格

（
税

別
）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

単
位

平
成

2
9
年

4
月

～
9
月

の
期

間
中

の
い

ず
れ

か
の

時
点

で
の

購
入

価
格

（
税

別
）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

単
位

平
成

2
6
年

4
月

～
9
月

の
期

間
中

の
い

ず
れ

か
の

時
点

で
の

購
入

価
格

（
税

別
）
に

つ
い

て
ご

記
入

く
だ

さ
い

。

単
位

素
材

・
小

物
材

料
等

名
称

備
考

欄
サ

イ
ズ

・
厚

さ
・
仕

様
な

ど
特

記
す

べ
き

点
が

ご
ざ

い
ま

し
た

ら
、

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
※

価
格

記
入

欄
が

複
数

時
点

に
渡

っ
て

お
り

ま
す

。
サ

イ
ズ

・
厚

さ
・
仕

様
等

条
件

を
揃

え
て

い
た

だ
き

、
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。

○
1
1
6

ス
テ

ン
レ

ス
パ

イ
プ

※
各

時
点

で
サ

イ
ズ

・
仕

様
が

同
じ

も
の

の
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
円

/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

○
1
1
7

ア
ル

ミ
パ

イ
プ

※
各

時
点

で
サ

イ
ズ

・
仕

様
が

同
じ

も
の

の
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
円

/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

○
1
1
8

鉄
パ

イ
プ

※
各

時
点

で
サ

イ
ズ

・
仕

様
が

同
じ

も
の

の
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
円

/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

○
○

○
1
1
9

木
材

※
各

時
点

で
サ

イ
ズ

・
仕

様
が

同
じ

も
の

の
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
円

/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

○
○

○
1
2
0

塗
料

※
各

時
点

で
サ

イ
ズ

・
仕

様
が

同
じ

も
の

の
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
円

/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

○
○

○
1
2
1

ミ
シ

ン
糸

※
各

時
点

で
サ

イ
ズ

・
仕

様
が

同
じ

も
の

の
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
円

/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

○
○

○
1
2
2

麻
糸

※
各

時
点

で
サ

イ
ズ

・
仕

様
が

同
じ

も
の

の
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
円

/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

○
○

○
1
2
3

ス
ピ

ン
ド

ル
紐

（
ダ

ー
メ

ン
紐

）
※

各
時

点
で

サ
イ

ズ
・
仕

様
が

同
じ

も
の

の
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
円

/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

○
○

○
1
2
4

ボ
ル

ト
※

各
時

点
で

サ
イ

ズ
・
仕

様
が

同
じ

も
の

の
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
円

/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

○
○

○
1
2
5

ナ
ッ

ト
※

各
時

点
で

サ
イ

ズ
・
仕

様
が

同
じ

も
の

の
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
円

/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

○
○

○
1
2
6

ワ
ッ

シ
ャ

ー
※

各
時

点
で

サ
イ

ズ
・
仕

様
が

同
じ

も
の

の
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
円

/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

○
○

○
1
2
7

ス
プ

リ
ン

グ
ワ

ッ
シ

ャ
ー

※
各

時
点

で
サ

イ
ズ

・
仕

様
が

同
じ

も
の

の
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
円

/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

○
○

○
1
2
8

鋲
類

※
各

時
点

で
サ

イ
ズ

・
仕

様
が

同
じ

も
の

の
価

格
を

ご
記

入
く
だ

さ
い

。
円

/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

○
○

○
1
2
9

カ
ー

ビ
ン

グ
マ

シ
ー

ン
用

コ
ー

ン
円

/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

円
/
（
　

　
）

○
○

○
1
3
0

ド
リ

ル
の

刃
円

/
本

円
/
本

円
/
本

ご
回

答
い

た
だ

く
設

問
は

こ
こ

ま
で

で
す

。
ご

協
力

ど
う

も
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

。
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